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【主な⽤語の定義】 
本書における主な⽤語の定義は表 1 のとおりです。いずれも特段の断りがない限り、

表中の定義で⽤いています。 

 
表 1 本書における主な⽤語の定義 

⽤語 定義 

再エネ取組 
再生可能エネルギーを活⽤する取組の略として⽤いることとします。
再エネ事業者（下記）による独自の取組のほか、再エネ支援策（下記）
を活⽤した取組があります。 

再エネ施策 再エネ取組を推進するため、国や地方公共団体が実施する様々な施策
（経済的手法、規制的手法等）の略として⽤いることとします。 

再エネ支援策 再エネ施策のうち、主に経済的手法を⽤いて、ハード⾯、ソフト⾯で
支援する施策の略として⽤いることとします。 

再エネ補助事業 再エネ支援策のうち、再エネ設備導⼊について設置補助・助成を⾏う
事業を指します。 

再エネ事業者 
再生可能エネルギー設備導⼊を計画／実施する事業者を指します。再
エネ事業者には、⺠間企業等が該当するほか、国、地方公共団体が再
エネ事業者になる場合もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 1 本書における主な⽤語の定義と相互関係 
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1. 本書の概要 

背景 
我が国では、2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、いわゆる 2050 年

カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す旨の菅首相の所信表明演説（2020 年 10 月 26

日、第 203 回臨時国会）がありました。そして、それに向けて再生可能エネルギーの最大限導⼊

の必要性も述べられたところです。 

脱炭素社会の実現のためには、国レベル、地域レベルでの取組が不可⽋ですが、地域での脱炭

素社会の実現に向け、環境省では省エネルギー／再生可能エネルギー取組の普及促進を目的とし

た様々な施策が実施されてきました。併せて、環境省では支援策の⼀環として、地域の取組主体

が活⽤できる様々なマニュアル／ツール類の整備も進められてきたところです。 

とりわけ「再エネ取組」は、脱炭素社会を実現する上で必要不可⽋であることに加え、地域の

課題解決への貢献や災害への対応⼒強化など、経済合理性だけでは推し量れない役割／効果が期

待されています。 

これら再エネ取組の普及促進のため、環境省の「再エネ支援策」のうち、大臣官房総合環境政

策統括官グループ環境計画課では、事業者（地方公共団体、⺠間企業等）向けの「再エネ補助事

業」として、「再生可能エネルギー電気・熱自⽴的普及促進事業」（以下「再エネ電気・熱事業」と

いう。）を実施してきました。この再エネ補助事業は、単なる再エネ設備導⼊のみならず、地域の

課題解決に資する補助事業として、2016 年度から 5 か年にわたり、全国各地域で再エネ取組の

モデル事業として実施されてきたところです。（再エネ電気・熱事業の概要は次ページで紹介） 

また、近年では、地方公共団体等の地域が主体となって⾏う再エネ支援策の取組が増えつつあ

ります。今後、国全体として脱炭素社会を実現させるためには、国と地域が連携し合い、再エネ

取組をあらゆる地域に⽔平展開させ、普及促進に向けた動きを加速化していくことが重要となり

ます。 

今後、地域の再エネ取組を更に⽔平展開、加速化させるためには、環境省を始めとする様々な

主体がこれまで蓄積してきた成果（再エネ補助事業の実績、マニュアル／ツールの整備等）や知

⾒を、地域の主体に活⽤いただくことが効果的であります。 
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【再⽣可能エネルギー電気・熱⾃⽴的普及促進事業】 
＜事業概要＞ 
 地方公共団体及び⺠間事業者等の再生可能エネルギー導⼊事業のうち、地方公共団体等の

積極的な参画・関与を通じて各種の課題に適切に対応するもの、営農を前提とした農地等へ
の再生可能エネルギー発電設備の導⼊を中心とした取組、蓄エネ等の導⼊活⽤事業等につ
いて、事業化に向けた検討や設備の導⼊に係る費⽤の⼀部を補助するものです。 

 支援の対象とする事業は、固定価格買取制度に依存せず、国内に広く応⽤可能な課題対応の
仕組みを備え、かつ、CO2削減に係る費⽤対効果の高いもの等に限定されます。 

＜期待される効果＞ 
 再生可能エネルギーの課題に適切に対応する、費⽤対効果の高い優良事例を創出すること

で、同様の課題を抱えている他の地域への展開につなげ、再生可能エネルギー電気・熱の将
来的な自⽴的普及が図れること。 

 営農地における地域の実情に応じた、再生可能エネルギーの普及拡大を図るための方策が
確⽴され、段階的な CO2削減が図れること。 

 地域特性に応じた蓄エネ等技術の導⼊方策が確⽴され、段階的 CO2削減が可能となること。 

＜実績等＞ 
 補助対象となる再エネ種︓太陽光発電、バイオマス利⽤（熱／電気）、地中熱利⽤ 等 
 実績件数︓380 件（2016〜2019 年度までに完了した事業数） 
 事業規模等︓70,727 千円/件（補助対象経費ベース） 

2,684 t-CO2/件（法定耐⽤年数期間中の CO2 削減量の累計） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典︓環境省ウェブサイト（2018）「環境省再エネ加速化・最大化促進プログラム」 

＜https://www.env.go.jp/earth/ondanka/lca/co2reduction.html＞より PCKK 作成 
実績等（実施件数、事業規模等）の数値は、個々の補助事業の実績報告書より環境省作成 

 

「持続可能かつ効率的 
 な需給体制の構築」 

が課題の場合 
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目的 
本書作成の目的は、これまでの国や地方の再エネ施策の状況を踏まえ、再エネ支援策、とりわけ

再エネ補助事業に焦点を当て、環境省で蓄積されたノウハウや整備されたマニュアル／ツール等を

集約・公表しつつ、そこに地方公共団体の再エネ支援策、再エネ補助事業の知⾒等を加味すること

で、地方公共団体が直⾯する様々な場⾯で活⽤いただくことです。例えば、地方公共団体がこれか

ら再エネ支援策や再エネ補助事業を検討し、執⾏する際に活⽤いただくことが想定されます。 

また、再エネ補助事業を実施していない地方公共団体でも、再エネ事業者からの問合せ・相談、

あるいは普及啓発等で再エネ取組に関わる場⾯があり、これらの場⾯での活⽤も想定されます。 

さらに、再エネ事業者が、事業を検討する際にも活⽤することができます。 

本書を広く公表し、地域で独自の再エネ取組を実施／支援する主体に活⽤いただくことにより、

地域における再エネ取組の普及展開／加速化の実現を目指します。 

 

利⽤対象 
主な利⽤対象は、「地方公共団体」、「再エネ事業者」を想定しています。地方公共団体について

は、再エネ支援策や再エネ補助事業を実施する団体のみならず、それら支援策を実施しない地方

公共団体において、地域内の⺠間事業者等から再エネ設備導⼊に関する相談や問合せを受ける場

⾯、地方公共団体が事業主体となる場⾯等で、本書を活⽤いただくことを想定した内容にしてい

ます。 

利⽤対象ごとに活⽤が想定される場⾯は、「1-5．本書が利⽤できる場⾯」で詳しく掲載していま

す。 

 

本書の特徴 
本書の主な特徴は以下のとおりです。 

 再エネ支援策は補助⾦、融資支援、⼈材育成等様々ありますが、本書は、前述の背景・目

的等を踏まえ、とりわけ再エネ補助事業に焦点を当てている点が大きな特徴です。 

 特に「事業性評価シート」、「地域の再生可能エネルギー事業の健全性を高めるための設備

導⼊者向けマニュアル（案） 〜再生可能エネルギー設備導⼊に係るリスクとその対策〜」

（令和 2 年 3 月 環境省大臣官房環境計画課）（以下「再エネ設備導⼊者向けマニュアル

（案）」という。）は、再エネ設備導⼊事業で重要となる事業の採算性や事業継続性を評価

することを目的に、令和元年度に環境省で整備したものです。これらは「再エネ電気・熱

事業」の申請、審査等の場⾯で、補助事業者や環境省が実際に活⽤してきたものであり、
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これらを様々な場⾯で広く活⽤できるよう改訂し、本書に集約している点が最大のポイン

トになります。（図 1.1 参照） 

 採算性の算定では、審査者側（地方公共団体）と申請者側（再エネ事業者）という⽴場・視

点に分けて算定方法等を解説（第 3 章 参照）しているほか、再エネ設備種別に採算性の算

定の⼊⼒例を分かりやすく掲載（第 4 章 参照）しています。 

 事業継続性については、分冊「地域における再生可能エネルギー設備導⼊の計画時の留意

点 〜再生可能エネルギー設備導⼊に係るリスクとその対策〜」※1 において、事業リスク

とその対策に関する知⾒に加え、災害発生時に役⽴つ再エネ設備の平常時と災害時それぞ

れでの運⽤の仕方等の事例紹介等を掲載しています。 

 また、本書では、地方公共団体がこれまで実施してきた再エネ支援策にて培われた経験（支

援策の検討・運⽤プロセス、課題・解決策等）や、再エネ設備の導⼊を⾏う⺠間企業等が

実施してきたことなど様々な知⾒等※2 を参考として紹介しています。 

 本書は、初めて支援策を検討・運⽤する地方公共団体担当者や、分野的に専門外の再エネ

事業者にとっても参考となるよう、分かりやすさや読みやすさ等に留意しています。 

注１）「地域における再生可能エネルギー設備導⼊の計画時の留意点 〜再生可能エネルギー設備導⼊に係る
リスクとその対策〜」※1︓「再エネ設備導⼊者向けマニュアル（案）」を改訂したものです。（図 1.1） 

注２）様々な知⾒等※2︓本書作成の上で、地方公共団体、再エネ事業者、エネルギー関連団体にヒアリングを
実施し、得られた知⾒等のうち、他の地方公共団体や再エネ事業者にも参考になるものを指します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1 本書とこれまで整備されてきたマニュアル／ツール等との関係 
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本書が利⽤できる場⾯ 
本書は、前述の背景、目的を踏まえ、地方公共団体が再エネ補助事業の検討や審査（事業性評

価等）の際に利⽤できることを第⼀に想定しています。 

上記の場⾯に加え、地方公共団体では、再エネ事業者から相談等を受ける際に事業性評価につ

いて説明・紹介する場⾯や、地方公共団体が再エネ事業者となる際に事業の企画・検討を実施す

る場⾯もあります。とりわけ再エネ事業者から相談等を受ける際には、再エネ支援策を実施して

いない／実施することが困難な地方公共団体（特に市町村）においても、対応が発生する場⾯が

あります。 

⼀方、⺠間企業等の再エネ事業者にとっても、事業の企画・検討を実施する場⾯で、事業性評

価を検討する際に利⽤が想定されます。 

以上のとおり、地方公共団体、再エネ事業者それぞれの⽴場や役割に応じて、様々な場⾯で本

書が利⽤できると想定されます。 

 

表 1.1 本書の利⽤主体別の利⽤場⾯、利⽤の仕方（例） 
本書の 

利⽤対象 役割 場⾯ 主な利⽤の仕方 

地方公共
団体 

再エネ補助事業を
検討／実施 

再エネ補助事業
を検討する段階 

・とりわけ再エネ補助事業の検討／実施時
に本書に掲載した留意点等が参考 

  再エネ補助事業
を執⾏する段階 

・申請案件の審査時に事業性評価シートが
参考 

 再エネ事業者から
相談を受ける 

相談を受ける場
⾯ 

・対応時に本書に掲載した留意点等が参考 
・上記対応の中で、採算性について議論等

をするコミュニケーションツールとし
て、事業性評価シートが紹介できる 

 普及啓発を実施 再エネ取組の情
報発信等の場⾯ 

・情報発信時に本書に掲載した留意点等が
参考 

 再エネ事業者とし
て事業を実施 

再エネ取組を検
討する場⾯ 

・企画、検討時の採算性の把握に事業性評
価シートが参考 

再エネ 
事業者 

再エネ取組を実施 ※同上 ※同上 
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本書の構成 
本書は、以下の４つの章及び資料編から構成されています。 

 

表 1.2 本書の構成 

構成 頁 

1 章 本書の概要 1 

 1 節 背景 1 

 2 節 目的 3 

 3 節 利⽤対象 3 

 4 節 本書の特徴 3 

 5 節 本書が利⽤できる場⾯ 5 

 6 節 本書の構成 6 

2 章 再エネ設備導⼊に関して地方公共団体、再エネ事業者が実施していること 7 

 1 節 地方公共団体が実施している再エネ支援策について 7 

 2 節 再エネ支援策以外で地方公共団体が実施していること 23 

 3 節 再エネ事業者が実施していること 28 

3 章 再エネ設備の導⼊を計画する際の簡易的な事業性評価 33 

 1 節 事業性評価の適⽤範囲 33 

 2 節 本章で取り扱う事業性評価シートの解説 36 

 3 節 事業性評価シートの活⽤方法 43 

4 章 事業性評価シートの活⽤例 56 
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2. 再エネ設備導入に関して地方公共団体、再エネ事業者が実施していること 

地域における再エネ設備導⼊に関して、地方公共団体が担う役割の⼀つとして、第 1 章で掲載

したように、様々な政策的側⾯から再エネ取組を推進していくことが挙げられます。 

また、地方公共団体は、再エネ設備導⼊を検討する事業者からの相談対応や、再エネ取組の情

報発信等の普及啓発を⾏っています。さらに、地方公共団体自身が再エネ事業者になる場合もあ

ります。 

他方、⺠間企業等の再エネ事業者は、取組そのものを実施する中心的役割を担っています。 

本章では、地方公共団体、再エネ事業者それぞれが、再エネ設備導⼊に関して実施する際に参

考になる知⾒等を掲載しています。 

 

地方公共団体が実施している再エネ支援策について 

再エネ支援策とは 

再エネ支援策は、国や地方公共団体が実施する政策の⼀つです。「政策」とは、その目的や効果

に応じて、表 2.1 に示すとおり、⼀般的には「経済的手法」、「規制的手法」、「情報的手法」、「自

主的取組手法」など、様々な手法に分類することができます。 

このような様々な政策手法を活⽤しながら、地域では再エネ取組の推進がなされています。再

エネ支援策は、主に経済的手法を⽤いて、ハード⾯、ソフト⾯で支援する施策に該当します。 
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表 2.1 政策手法の分類 

手法 説明 例 

経済的手法 市場メカニズムを前提とし、経済的イン
センティブの付与を介して、各主体の経
済合理性に沿った⾏動を誘導することに
よって政策目的を達成しようとする手法 

・再エネ技術実証、調査、設備導⼊等
の費⽤の⼀部を負担する補助事業 

・地球温暖化対策のための税  
・再エネ事業者への融資 等 

直接規制的 
手法 

法令によって社会全体として達成すべき
⼀定の目標と遵守事項を示し、統制的手
段を⽤いて達成しようとする手法 

・大気汚染防⽌法による硫⻩酸化物や
ばい塵等の排出基準・総量規制・⽔
質汚濁防⽌法による排⽔基準 等 

枠組規制的 
手法 

目標を提示してその達成を義務付け、又
は⼀定の手順や手続を踏むことを義務付
けることなどによって規制の目的を達成
しようとする手法 

・PRTR 法による届出制度 等 

情報的手法 環境保全活動に積極的な事業者や環境負
荷の少ない製品などを、投資や購⼊等に
際して選択できるように、事業活動や製
品・サービスに関して、環境負荷などに関
する情報の開示と提供を進める手法 

・環境報告書・環境ラベル・環境会計 
・LCA（ライフサイクル・アセスメン

ト） 
・再エネ取組の PR を目的とした機器

の設置 等 

自主的取組 
手法 

事業者などが自らの⾏動に⼀定の努⼒目
標を設けて対策を実施する、という取組
によって政策目的を達成しようとする手
法 

・地球温暖化防⽌に係る業界ごとの自
主⾏動計画 等 

手続的手法 各主体の意思決定過程に、環境配慮のた
めの判断を⾏う手続と環境配慮に際して
の判断基準を組み込んでいく手法 

・環境影響評価制度・ISO14001 など
の環境マネジメントシステム 

・戦略的環境アセスメント 等 

事業的手法 国、地方公共団体等が事業を進めること
によって政策目的を実現していく手法。
他の主体に対し、何らかの作⽤を及ぼす
手法に対し、この手法は自ら事業を⾏う
ことで目的を達成する 

・国、地方公共団体が事業者となる再
エネ設備導⼊事業 等 

出典︓環境省（2018）「第 5 次環境基本計画」より PCKK 作成 
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再エネ支援策の実施状況 

本項では、地域で地方公共団体が実施している再エネ支援策について整理したものを簡単に紹

介します。 

環境省では、「地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施⾏状況調査」（以下

「施⾏状況調査」という。）において、地方公共団体の地球温暖化対策に関する様々な取組状況に

ついて、毎年度調査を⾏っています。資源エネルギー庁では、「再エネガイドブック Web 版」に

おいて、国または地方公共団体の再エネ支援策が公表されています。これらの情報源や、地方公

共団体のホームページにて公表されている情報を補足的に活⽤し、地方公共団体での再エネ施策

の実施状況を整理した結果を図 2.1 に示します。 

令和元年度の施⾏状況調査では、「再生可能エネルギー電気及び再生可能エネルギー熱の利⽤拡

大」を、最も⼒を⼊れている取組施策として挙げた地方公共団体が 536 団体ありました。これは、

全ての地方公共団体（1,741 団体）の約 30％を占める割合です。また、地方公共団体の⼈口規模

別にその割合をみると、政令指定都市や中核市では 40％以上であるのに対して、⼈口規模が⼩さ

くなるにつれて割合は低下し、⼈口 3 万⼈未満の市区町村では 30%未満となっています。 

 

 
図 2.1 「再生可能エネルギー電気及び再生可能エネルギー熱の利⽤拡大」を 

最も⼒を⼊れている取組施策として掲げている地方公共団体の⼈口規模別の割合 

出典︓環境省ウェブサイト（2019）「地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施⾏状況調査結
果」＜https://www.env.go.jp/earth/dantai/r011001.html＞、資源エネルギー庁ウェブサイト「再エネ
ガイドブック Web 版」＜http://renewable-energy-concierge.go.jp/＞、各地方公共団体 HP より PCKK
作成 
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次に、これらの地方公共団体（536 団体）が実施している再エネ施策の区分の内訳をみると、

図 2.2 のとおり、実施されている再エネ施策のうち最も多い区分は経済的手法であり、約 80％

を占めていました。 

 
図 2.2 再エネ施策の区分の内訳 

出典︓環境省ウェブサイト（2019）「地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施⾏状況調査結
果」＜https://www.env.go.jp/earth/dantai/r011001.html＞、資源エネルギー庁ウェブサイト「再エネ
ガイドブック Web 版」＜http://renewable-energy-concierge.go.jp/＞、各地方公共団体 HP より PCKK
作成 

 

経済的手法の内訳をみると、「再エネ設備の補助事業（設置補助・助成）」、「再エネ設備への税

制優遇」、「再エネ設備導⼊者への低利融資」、「その他」に分類でき、うち補助事業が経済的手法

全体の約 98％を占めていました。 

 
図 2.3 経済的手法の内訳 

出典︓環境省ウェブサイト（2019）「地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施⾏状況調査結
果」＜https://www.env.go.jp/earth/dantai/r011001.html＞、資源エネルギー庁ウェブサイト「再エネ
ガイドブック Web 版」＜http://renewable-energy-concierge.go.jp/＞、各地方公共団体 HP より PCKK
作成 
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また、再エネ支援策を再エネ種別1に分類したところ、太陽光発電を対象とした再エネ支援策が

最も多く 297 団体であり、次いで太陽熱利⽤（72 団体）、風⼒発電（60 団体）の順に多い結果と

なりました。 

 

 
図 2.4 対象となる再エネ種の分類 

出典︓環境省ウェブサイト（2019）「地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施⾏状況調査結
果」＜https://www.env.go.jp/earth/dantai/r011001.html＞、資源エネルギー庁ウェブサイト「再エネ
ガイドブック Web 版」＜http://renewable-energy-concierge.go.jp/＞、各地方公共団体 HP より PCKK
作成 

 

  

                                          
1 環境省「再エネ電気・熱事業」で設定されている再生可能エネルギーの種別を再エネ種別に採⽤しています。 
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再エネ補助事業の検討の際の参考になる知⾒ 

前述の 2-1-2.の地方公共団体における再エネ施策の実施状況等をみると、再エネ支援策の実施

割合が高く、とりわけ「再エネ補助事業」が実施されていることが分かります。再エネ取組は、

脱炭素社会を実現する上で必要不可⽋なものですが、技術的には普及段階にあるものの、経済性

等の⾯での制約が普及促進の上での⼀つの大きな課題です。取組の普及促進を後押しするため、

再エネ設置補助・助成といった、いわゆる補助事業の実施が効果的であるといえます。 

本項では、主に再エネ補助事業を中心として、検討する大まかなプロセス／手順を簡単に紹介

するとともに、その際に留意すべきポイント等について、地方公共団体の支援策を所管する担当

者にとって参考になる知⾒を掲載します。 

さらに、本書では、再エネ設備導⼊事業で重要となる採算性を評価するための考え方やツール

（第 3 章、第 4 章）を取りまとめており、それらが活⽤できる場⾯も併せて紹介します。 

 

 再エネ補助事業の実施プロセス／手順 
地方公共団体が再エネ補助事業を実施する際は、おおむね次のようなプロセス／手順で⾏われ

ます。 

 

＜再エネ補助事業の実施プロセス／手順＞ 

1. 企画 ⇒ 2. ⽴案 ⇒ 3. 策定・公表 ⇒ 4. 運⽤・執⾏ 

 

このプロセス／手順における各段階での検討事項等は表 2.2 のとおりです。これらは、再エネ

補助事業を実施している地方公共団体へのヒアリング等を踏まえて整理したもので、いずれも地

方公共団体それぞれで、おおむね共通する事項を掲載したものです。 

ただし、具体的なプロセス／手順や、検討事項等については、地方公共団体それぞれの背景、

経緯、事情等を踏まえ、地方公共団体独自の方法で実施されています。 

 

表 2.2 実施プロセス及び各段階における検討事項（おおむね共通する事項） 

 段階 検討事項等 

1 企画 
・施策課題の整理・検討 
・上位計画（環境基本計画／戦略等）との整合 
・前年度事業の評価、⾒直し・フィードバック 

2 ⽴案 
・事業内容の検討（補助対象者、設備、補助率等） 
・予算の検討（予算規模、財源等） 

3 策定 
・議会対応の検討 
・支援策（再エネ補助事業）の要綱、要領等の検討 
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 段階 検討事項等 

4 運⽤・執⾏ 
・公募／交付等の手続実施 
・申請案件の審査 

 

ここで挙げた実施プロセス／手順に沿って、再エネ設備導⼊の支援策を実施していくに当たり、

所管担当者等は地方公共団体ならではの様々な課題等に直⾯します。これらの課題について、ど

のように対応するかが重要となりますが、その対応策等を以下に紹介します。 

 

 再エネ補助事業実施の際の留意点 
再エネ補助事業の目的は、そのときの社会・経済情勢、地域の環境や産業の状況、地域課題等

に応じ、地方公共団体によって様々です。 

それらの目的に応じた再エネ補助事業を検討／実施していくに当たり、情報収集や、財源確保、

庁内外の合意形成、庁内での体制構築（実施、支援）、費⽤対効果の確認等において、地方公共団

体ならではの様々な課題等が挙げられます。 

以下、これらの課題に対する対応や工夫点等を再エネ補助事業の “留意点” として整理し、実

際に⾏われている様々な対応や工夫点等を交えながら紹介します。 

 

表 2.3 再エネ補助事業実施の際の留意点 

 視点 留意点（課題と対応策等） 

1) 情報収集 

・有⽤な情報（他の支援策事例等）の把握と地方公共団体間の連携による情
報収集 

・再エネ設備に関するコストや技術情報の知識と情報収集 
・事業者ヒアリングを通じたニーズ等の把握 

2) 予算確保 
・予算確保の課題に対応できる再エネ補助事業（収益納付型の発電事業） 
・財政負担と他地方公共団体との補助⾦の分担 

3) 合意形成 ・合意形成の重要性と上位計画における再エネ取組の位置付け 

4) 
体制構築 
（実施、支援） 

・所管担当の専門的知識と専門的⾒地での有識者等の助言体制等の活⽤ 

5) 
費⽤対効果の
確認 

・事業性評価（採算性、事業継続性）の重要性と事業性評価シートの活⽤ 
・再エネ設備の災害時の機能・役割について 

6) その他 
・再エネ取組の制度化 
・より効果的に活⽤いただくための再エネ補助事業に関する情報の発信 
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１） 情報収集 
再エネ補助事業の検討、とりわけ新規事業を検討する場合は、詳細内容等を整理する上で、

様々な情報を把握する必要があります。このような場合、他の地方公共団体での類似の支援策

の事例や動向、支援対象となる事業者側のニーズ等は大変参考になる情報となります。また、

再エネ設備に関する情報は、事業内容を検討する際の知識として不可⽋なものとなります。所

管担当者は、⼀般的にはインターネット等の情報サイトを活⽤した情報収集や、他の地方公共

団体の担当部署に連絡するケース、メーカー等に連絡すること等が考えられます。 

ここでは、支援策を検討／実施している地方公共団体が、実際に⾏っている様々な情報収集

の方法を幾つか紹介します。 

 

①地方公共団体間の連携による情報収集 

幾つかの地方公共団体では、既存の地方公共団体間の連携の仕組みを活⽤して、再エネ支援

策に関する情報共有がなされています。これらは、情報共有のみならず、他の地方公共団体と

意⾒交換等を⾏うことで、より効果的な再エネ支援策の検討／実施にもつながります。 

 

表 2.4 地方公共団体間連携による情報収集の方法と概要 

 収集方法 概要 

1 
地方公共団体間の連
携による会議体の活
⽤ 

・都道府県と市町村が連携し、再エネ支援策を含む施策全般につ
いて定期的に情報共有、議論・意⾒交換する会議体が設けられ
ている。 

2 
他の地方公共団体へ
の照会／アンケート
調査等 

・都道府県が実施する、域内の地方公共団体に対する再エネ支援
策に関する照会や調査（アンケート）等の仕組みを活⽤して、他
の地方公共団体の支援策や動向を把握する。 

3 
その他ネットワーク
等の活⽤ 

・環境モデル都市や環境未来都市、SDGs 未来都市等の取組への
参加に伴い、他の地方公共団体とのネットワークが形成でき、
有益な情報交換等ができる。 

 

②再エネ設備に関する必要な知識（技術、許認可、コスト情報）と情報収集 

再エネ設備に関する情報は、技術情報、法・規制・許認可等、コスト情報の三つに大きく分け

ることができ、いずれも事業内容を検討する際の知識として不可⽋なものです。ヒアリングで得

られた知⾒等も踏まえ、利⽤頻度が高いと考えられる情報源の例を表 2.5 に幾つか紹介します。 
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表 2.5 再エネ設備に関する必要な知識（技術、許認可、コスト情報）と情報源の例 

 分類 概要 
1 技術情報 ・各種エネルギー関連団体のホームページが充実しており、基礎的な情報や、

団体が発⾏するガイドライン等が参考になります。 

※太陽光発電設備の例︓⼀般社団法⼈ 太陽光発電協会 
〔基礎的な情報〕『太陽光発電をお考えの方へ』 

http://www.jpea.gr.jp/setting/building/flow/index.html 
〔設計、施工等に関する情報〕『自主ルール・ガイドライン・チェックリスト』 

http://www.jpea.gr.jp/document/handout/index.html 
 

※地中熱利⽤設備の例︓特定非営利活動法⼈ 地中熱利⽤促進協会 
〔システム概要、実績データ〕『地中熱利⽤実績（14 事例）』 

http://www.geohpaj.org/introduction/index1/achievement 

2 法・規制・
許認可等 

・再エネ種ごとの法・規制・許認可手続等は、経済産業省が発⾏する次の資料
が参考になります。加えて、国の再エネ事業支援メニューの紹介もあります。 

『再生可能エネルギー事業支援ガイドブック 令和 2 年度版』 
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving̲and̲new/saiene/d
ata/guidebook̲r02.pdf 

・FIT 制度の最新情報等は、次の経済産業省のサイトが参考になります。 
『なっとく︕再生可能エネルギー』 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving̲and̲new/saiene/ 

3 コスト 
情報 

・コスト情報（例︓事業規模に応じた事業費等の目安）は、事業規模等に応じ
て掛かる費⽤の幅があること、また、コスト情報を公表する場合の取り扱い
の難しさ等から、公表されたものはまだ少ないですが、その情報の有⽤性に
鑑み、再エネ種によっては公表されている情報や事例があります。 

※再エネ発電設備の例︓経済産業省 
『調達価格等算定委員会』 

https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/ 

 

③事業者ヒアリングを通じたニーズ等の把握 

情報収集では、上記のほか、支援対象となる事業者等のニーズ把握を⾏うため、商工会議所

等の業界団体への事前ヒアリング等も留意点として挙げられます。 

その他、検討する支援策内容が他の再エネ補助事業と重複がないか情報収集し、確認するこ

とも重要です。 

 

２） 予算確保 
再エネ設備導⼊の支援策を実施する上で、“予算確保” はどの地方公共団体にとっても極めて
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重要な課題になります。再エネ補助事業は、再エネ取組の普及促進に効果的な施策ですが、地

方公共団体の財政負担増につながるからです。以下では、このような課題を解決しつつ、支援

策を実施している実際の事例を幾つか紹介します。 

 

①収益納付型補助事業 

「収益納付型補助事業」は、補助対象事業により収益が生じた場合に、補助⾦額を限度に、

交付した補助⾦額の全部又は⼀部を地方公共団体に納付させることを条件に補助することがで

きる制度です。再エネ発電の補助事業は、発電した電⼒を全量自家消費することを前提とした

補助事業が⼀般的ですが、本補助事業は、固定価格買取制度（FIT）を活⽤した売電事業を対象

とする補助事業が当てはまります。地方公共団体では、⼀時的に予算計上する必要があります

が、補助事業完了後、全部又は⼀部が戻ってくる仕組みであるため、結果的に財政負担の軽減

に資するものです。 

本補助事業は、地方公共団体のみならず、再エネ事業者にとっても、これまで補助⾦支援が

認められなかった FIT 制度を活⽤した発電事業が認められ採算性が向上すること、それに伴い、

⾦融機関等に対する信⽤⼒の向上等の効果があり、⾏政、事業者双方のメリットにより、再エ

ネ発電事業の促進が期待されるものです。 

 

②複数の地方公共団体による補助⾦負担の分担 

県と市町村で同様の再エネ補助事業を実施する場合、支援策の政策目的等が⼀致すれば、当

該補助事業の補助負担を互いに分担することもできます。複数の補助事業を併⽤するイメージ

に近いものですが、これにより、結果的に地方公共団体側の補助⾦負担が軽減できる場合があ

ります。 

 

その他、地方公営企業が実施する発電事業で得た売電利益を原資として基⾦を創設し、その

基⾦を予算として活⽤するといった予算確保の方法もあります。 

 

３） 合意形成 
再エネ設備導⼊の支援策を検討する上で、合意形成は必要不可⽋な要素であり、地方公共団

体ならではのプロセスです。地方公共団体に実施したヒアリング調査では、検討から策定に至

るまでの期間は、おおむね 6〜12 か月であり、⻑いものでは 3 年を要するものもありました。

特に新規事業の場合は、庁内の財政／経理部署との協議・ヒアリングで期間を要することが多

いようです。また、必要に応じて外部との合意形成が求められる場合もあります。限られた期

間内に再エネ設備導⼊の支援策を策定するには、円滑に合意形成を進めることが重要となりま
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す。以下、円滑な合意形成を図る上での留意点について、地方公共団体の所管担当者から聞い

た内容を踏まえ、紹介します。 

 

①上位計画における再エネ取組の位置付けの明確化 

再エネ支援策の実施の可否を庁内で判断する場合、総合計画、環境基本計画等の上位計画に

おける方針、目標、具体的な取組との整合が求められます。そこに再エネ取組のことが計画⽴

てされていることで、計画に沿った施策の実施／進⾏管理につながり、再エネ支援策の必要性

について説明ができます。ヒアリング調査で対象とした地方公共団体でも、上位計画に位置付

けている団体がほとんどであり、実際の所管担当者からも、庁内他部署との交渉・調整や、議

会承認、地域住⺠への説明の中で、合意形成が円滑に進められたとの意⾒を聞いています。 

 

上記のほか、合意形成を円滑に進めるためには、庁内他部署と定期的に再エネ取組に関する

意⾒交換会を⾏い、日頃から理解共有を図るといった取組も効果的です。 

 

４） 実施／支援の体制構築 
再エネ設備導⼊の支援策を実施する上では、専門的な知識や理解が不可⽋になります。しか

しながら、専門的知⾒を有する⼈材を庁内で確保することが難しい地方公共団体がほとんどで

あり、専門的⾒地での検討や判断が⾏える体制構築が重要な課題になります。この課題に対し

ては、地方公共団体それぞれ独自の方法で、様々な工夫等を取り⼊れて体制構築がなされてい

ます。 

ここでは、地方公共団体それぞれで実際に⾏われている体制づくりを、再エネ補助事業の検

討段階、運⽤・執⾏段階に分けて紹介します。 

 

①専門的⾒地での有識者等の諮問／助言体制の構築 

＜再エネ補助事業の検討段階＞ 

再エネ補助事業によっては、収益納付型の太陽光発電事業等、事業収支等に関する専門的知

識が求められ、所管担当での検討や判断／決定が難しい場⾯も想定されます。こうした場合は、

再生可能エネルギーやファイナンス等の専門的⾒地での有識者会議等の諮問プロセスを経るこ

とも重要になります。このような場合、再エネ補助事業のためだけに新たに設⽴させるのでな

く、庁内に既に組織された諮問機関の活⽤等が有効と考えられます。 

また、所管担当者が日常的な検討作業等で直⾯した技術的事項等について、地方公共団体独

自で運⽤するアドバイザー制度で登録されている専門家に対して、個別に相談、助言を受けて

いるというケースもあります。 
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表 2.6 専門的⾒地での有識者等の諮問／助言体制【補助事業の検討段階】 

 諮問／助言体制 概要 

1 諮問機関の活⽤ 
・再生可能エネルギーやファイナンス等の専門的⾒地での有識者会

議等の諮問プロセスを経て、事業内容等の判断／決定を⾏う。 

2 アドバイザー制度の
活⽤ 

・日常的な検討作業等において、アドバイザー制度で登録されてい
る専門家に対して個別に相談、助言を得る。 

 

＜運⽤・執⾏段階＞ 

再エネ補助事業の執⾏に当たり、庁内で適した⼈材確保が困難かつ⼈員不足等により、執⾏

体制の構築が難しい場合、外部機関への補助事業の執⾏を委託する場合もあります。このとき、

委託先団体の補助事業の執⾏能⼒のみならず、再エネを始めとする専門的知⾒を有する⼈材も

含めた体制構築が重要な要素となります。ただし、委託費を計上するための予算確保が大前提

となります。 

また、再エネ設備導⼊事業は、採算性や事業継続性の確保が極めて重要な要素となります。

そこで、再エネ補助事業の執⾏では、応募案件の審査時に採択可否の検討／判断として、再エ

ネ設備導⼊事業のスキームや、採算性や事業継続性をみるケースがありますが、地方公共団体

の担当者では、専門的⾒地の関係から適任者を⽴てることが困難な場合がほとんどです。こう

した場合は、再エネ事業化検討や採算性等の専門的知⾒を有する外部有識者からなる審査会を

再エネ補助事業の中で設⽴させることが有効です。 

 

表 2.7 専門的知⾒を有する有識者等の諮問／助言体制【運⽤・執⾏段階】 

 諮問／助言体制 概要 

1 再エネ補助事業の執
⾏の外部委託 

・補助事業の執⾏能⼒のみならず、再エネを始めとする専門的知⾒
を有する⼈材も含めた体制構築が重要となる。 

2 外部有識者からなる
審査会の設⽴ 

・応募案件の審査時に、採算性等の専門的知⾒を有する外部有識者
からなる審査会を、再エネ補助事業の中で設⽴させる。 

 

上記のほか、採択の審査会等も含め、全て庁内職員のみで対応するケースもあります。この

場合、庁内にいる電気設備やエネルギーに詳しい⼈材を適宜、実施／支援体制に含めることと

なります。また、エネルギー管理⼠等の適切な資格要件を持つ⼈材が事業に関与することを補

助事業の要件の⼀つにする、という例もあります。 
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５） 費⽤対効果の確認 
地域レベルでの脱炭素社会の実現に向け、再エネ取組は極めて重要な役割を担っています。

⼀方で、再エネ設備は、自然エネルギーを利活⽤するため、⼀般的にはエネルギーの安定供給

に課題があるといわれています。今後、再エネ取組が地域と共生する形で定着し、エネルギー

の地産地消等で地域貢献するためには、⻑期にわたる事業継続や再投資により、⻑期安定的な

事業運営が確保されることが課題です。 

ここでは、再エネ設備導⼊事業で考慮すべき費⽤対効果のうち、⻑期安定的な事業運営に密

接に関係する事業性評価（採算性、事業継続性）に焦点を当て、環境省補助事業「再エネ電気・

熱事業」で実施されてきた事業性評価を中心に紹介します。 

 

①事業性評価（採算性、事業継続性）の重要性と考え方等 

再エネ電気・熱事業で実施されてきた事業性評価は、「再エネ設備を導⼊する事業者又は地方

公共団体が、再エネ設備の導⼊内容や採算性、事業継続性を適切に評価すること」を意味しま

す。これは、⻑期安定的な事業運営が確保できる再エネ取組を優先的に支援することが目的で

す。その構成は、事業の採算性について評価を⾏う「採算性」と、事業における重大リスクへ

の認識と対策状況を評価する「事業継続性（リスクとその対策）」の二つになります。 

⼀方、地方公共団体が実施する再エネ補助事業でも、事業性評価を重要視し、同様の考え方

で審査時に評価がなされているケースをみることができます。 

 

a) 採算性について 

採算性については、再エネ電気・熱事業では、「採算性」の評価基準として単純投資回収期間

を採⽤しています。また、採算性を算出するためのツールとして「事業性評価シート」を作成

しています。事業性評価シートについては、第 3 章で詳しく解説します。 

⼀方、地方公共団体が実施する再エネ補助事業では、事業目的、内容等に応じて様々な評価

手法が⽤いられています。例えば収益納付型補助事業では、「IRR（内部収益率）」を評価基準と

したキャッシュフロー計算書の作成が、再エネ補助事業の申請者に求められます。 

 

ｂ) 事業継続性（リスクとその対策）について 

事業継続性（リスクとその対策）については、再エネ電気・熱事業では、リスクとして再エ

ネ設備のライフサイクル（事業計画段階、設計・施工・運転管理、撤去・処分時）における設備

の安定稼働や、事業健全性を阻害する要因（制度リスク、⼟地リスク、環境リスク、完工リス

ク、資源リスク、性能リスク、自然災害リスク、エネルギー需要リスク、追加コスト発生リス

ク、⼈的リスク）を挙げて、再エネ種ごとにリスクとその対策を、再エネ補助事業の申請者に
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確認させることになっています。これらは、分冊「地域における再生可能エネルギー設備導⼊

の計画時の留意点 〜再生可能エネルギー設備導⼊に係るリスクとその対策〜」に、その詳細

が掲載されています。 

 

②事業性評価の留意点 

a) 事業性評価シートの活⽤について 

現在実施中の再エネ補助事業では、地方公共団体それぞれの事業性評価方法が⽤いられてい

ますが、今後、例えば表 2.8 のような場⾯において、事業性評価シートを活⽤することが想定

されます。 

表 2.8 事業性評価シートの活⽤の場⾯と活⽤の仕方（例） 

 場⾯の例 場⾯の詳細と活⽤の仕方の例 

1 
新規事業における
審査 

・今後、新規事業を⽴ち上げ、審査項目として事業性評価を実施する
場合に事業性評価シートを活⽤ 

2 
採算性について大
まかに把握 

・補助事業者／申請者が作成するキャッシュフロー計算等と比べる
と、比較的限られた数値で、簡便な計算式を⽤いて算定できるため、
地方公共団体の所管担当者が採算性の程度について大まかに把握
したいときに活⽤ 

 

＜採算性＞ 

『事業性評価シート』が活⽤できます。 
・本書の第 3 章に事業性評価シートの解説や活⽤方法、第 4 章に活⽤例を掲載しています。 
・再エネ補助事業の審査時に活⽤することも想定した活⽤方法を示しています。 

 

＜事業継続性（リスクとその対策）＞ 

『地域における再⽣可能エネルギー設備導入の計画時の留意点 〜再⽣可能エネルギー
設備導入に係るリスクとその対策〜』が参考になります。 

・再エネ種ごとに設備の安定稼働や事業健全性を阻害する要因のリスクと対策を掲載して
います。 

 

特に表 2.8 の 2 のような場⾯で活⽤することを通じて、再エネ設備導⼊事業の採算性に関す

る理解深化のきっかけや、補助事業者／申請者とのコミュニケーションツールとしての効果等

も期待されます。 
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b) 事業性評価の審査について 

⼊⼒された数値の妥当性や、事業性評価の結果の妥当性等の判断は、所管担当者では難しい

ことが想定されます。したがって、上述の「（2）再エネ補助事業実施の際の留意点」にも掲載

したとおり、応募案件の審査時に、採算性等の専門的知⾒を有する外部有識者からなる審査会

等の体制を、再エネ補助事業の中で設⽴させることが重要となります。 

また、国では、「Power Purchase Agreement（電⼒販売契約︓PPA）」モデルを活⽤した太

陽光発電の再エネ補助事業を実施しています。このような事業では、PPA 事業者自らが、新た

に設置する太陽光発電システムの事業性評価を綿密に実施することになります。地方公共団体

が PPA モデルを活⽤した再エネ補助事業を実施する場合は、事業者側で実施された事業性評価

の検討結果が審査等に活⽤でき、安定・継続性の高い事業の審査・採択に寄与することが考え

られます。 

 

③再エネ設備の災害時の機能・役割について 

再エネ設備導⼊事業は、地域内でのエネルギーの地産地消や脱炭素社会の実現に不可⽋です

が、災害時の自⽴的なエネルギー供給源としての機能・役割があるなど、災害への対応⼒強化

の⾯でも期待されています。 

⼀般的に、経済性と防災性はトレードオフの関係にあることから、防災性の向上を目的に再

エネ設備等を導⼊する事業では、そうでない場合と比較して採算性が悪くなる傾向があります。

防災性の向上を目的に再エネ設備等を導⼊する事業では、採算性を許容できる範囲内か確認す

るためのツールとして、本書で紹介する事業性評価シートを活⽤することが考えられます。 

平常時と災害時それぞれを想定した再エネ設備の運⽤の仕方については、分冊「地域におけ

る再生可能エネルギー設備導⼊の計画時の留意点 〜再生可能エネルギー設備導⼊に係るリス

クとその対策〜」に、その考え方や経済性と防災性のバランス、再エネ設備の運⽤事例などを

掲載していますのでそちらを参照してください。 

 

６） その他 
①再エネ取組の制度化 

地方公共団体によっては、地域資源である再生可能エネルギーを積極的に活⽤することで、

地域課題の解決や地域振興等の地域づくりに資することを支援するための条例を制定している

地域もあります。地域の再エネ取組に対して、事業の⻑期安定的な事業運営のための助言や提

案を受けることができ、事業としての信⽤⼒強化を条例の中で支援するほか、地域との合意形

成の得やすさ等の効果も期待されます。 

全国ではまだ実施件数としては少ないですが、制定された地域では、再エネ取組を実施する
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事業者のみならず、再エネ補助事業を実施する地方公共団体の双方にとって後押しとなる効果

的な施策といえます。【資料編参照 具体事例を掲載】 

 

②より効果的に活⽤いただくための再エネ補助事業に関する情報の発信 

再エネ補助事業は、支援対象になることが想定される事業者に広く周知されることが重要で

す。地方公共団体のホームページや広報誌での周知が⼀般的ですが、それだけでは事業者に届

かない可能性があるため、地方公共団体では様々な周知方法がなされています。 

再エネ補助事業の目的や支援対象に応じて、その周知方法・周知先は様々ですが、実際に⾏

われている例を次に幾つか紹介します。 

 

 庁内の他部署（例えば、産業振興部署等）が企業向けに発信する媒体（メールマガジン等） 

 庁内で実施される企業向け説明会等を利⽤した周知（パンフレット配布等） 

 商工会議所等の業界団体に対する周知協⼒ 

 中⼩事業者間で⽤いられている回覧板を活⽤した周知 等 

 

さらに、設備導⼊支援策で実施された事業の成果を発信することも重要になります。再エネ

電気・熱事業を利⽤した補助事業者へのヒアリングでは、再エネ設備導⼊を検討する事業者に

とって、同地域内で実施された再エネ設備導⼊事業があるということは、事業を企画・検討す

る上で大変参考になり貴重な情報である、との意⾒が多く挙げられています。 

再エネ補助事業成果の地方公共団体ホームページでの紹介や、再エネ補助事業を活⽤した事

業者との協⼒・連携による⾒学会／視察、環境学習等の開催により、地域における再エネ設備

への理解醸成、取組の波及効果が期待されます。 
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再エネ支援策以外で地方公共団体が実施していること 
前節では、再エネ支援策、特に再エネ補助事業について触れましたが、計画策定や普及啓発等

の情報発信等の再エネ施策を実施している地方公共団体も多くあります。また、そのほかに地方

公共団体が再エネ取組に関わる場⾯で実施していることとしては、再エネ設備導⼊を検討する事

業者等からの相談・問合せ対応や再エネ取組の普及啓発があるほか、地方公共団体自身が再エネ

設備導⼊事業者となる場合があります。とりわけ再エネ事業者等からの相談・問合せについては、

再エネ補助事業を実施していない地方公共団体でも、日常業務の⼀環として対応が求められるこ

とがあります。 

本節では、上記のような場⾯で地方公共団体の担当者が留意すべき点や、その中で事業性評価

の考え方やツール（第 3 章、第 4 章）が活⽤できる場⾯を紹介します。 

 

再エネ事業者等からの相談・問合せ対応 

 再エネ事業者等からの相談・問合せ対応 
地方公共団体へのヒアリングによると、再エネ事業者等からは、主に表 2.9 に示したような相

談・問合せがあります。とりわけ再エネ補助事業に関する相談・問合せや、必要な許認可手続に

関する問合せが多くあります。 

 

表 2.9 再エネ事業者等からの主な相談・問合せの概要 

 テーマ 主な相談・問合せの概要 

1 
国や地方公共団体が実
施する再エネ補助事業
について 

・特定の再エネ補助事業の内容（特に補助対象、予算、補助期間、
要件等）、必要書類の内容 

・利⽤可能な再エネ補助事業の有無  等 

2 
関係する法令等につい
て 

・必要な許認可手続の有無、内容 
・発電事業の場合、FIT 制度の内容  等 

3 
事業企画・検討に必要
な情報について 
（※⼀般的な内容） 

・地域の再エネ賦存量の情報等 
・同じ地域内での再エネ取組の実施事例 
・再エネ設備導⼊の事業規模や事業費 
・再エネ設備導⼊によるエネルギー削減効果、費⽤対効果  等 

4 業者情報について ・設計・施工業者、コンサル等の情報  等 

5 
事業内容に関する相談
（※具体的な内容） 

・具体的な再エネ設備導⼊の企画・検討に関する相談 
・公共施設利⽤に関する相談（例︓公共施設の屋根を利⽤した太

陽光発電事業、公共施設へのエネルギー供給等）  等 
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これらの相談・問合せへの対応としては、⼀般的には相談等を受けた所管担当部署で可能な範

囲での対応がなされる場合が多いようです。上記のとおり、専門的な内容も含めて様々な相談・

問合せがあるため、その対応については、地方公共団体それぞれ対応の詳細は異なるようです。 

 

 相談・問合せ対応における留意点 
前述の（1）で挙げた相談・問合せに対して、実際に実施されている対応や工夫等を交えながら

紹介します。 

 

表 2.10 再エネ取組に関する相談・問合せ対応における留意点 

 視点 留意点（課題と対応策等） 

1) 
利⽤可能な再エネ補助事業の有
無、必要な許認可手続等について 

・⼀元的に集約された情報サイトの活⽤ 

2) 
再エネ設備導⼊の事業規模や事
業費等について 

・オーソライズ／公表された情報の活⽤ 
・専門的知⾒を有する有識者の組織体制の活⽤ 

3) 
再エネ設備導⼊の費⽤対効果に
ついて 

・事業性評価（採算性、事業継続性）の重要性と事業
性評価シートの活⽤ 

4) 
具体的な再エネ設備導⼊の企画・
検討に関する相談について 

・企画、調査、設計等の相談窓口の設置・運⽤ 

 

１） 利⽤可能な再エネ補助事業の有無、必要な許認可手続等について 
再エネ補助事業、許認可手続等については、前述の「2.1.3.（2） 再エネ補助事業実施の際

の留意点」に再エネ設備に関する必要な知識（技術、許認可、コスト情報）と情報源の例で示

しているとおり、国のホームページでは、当該年度で活⽤できる再エネ補助事業メニューや許

認可手続が、再エネ種ごとに整理されています。所管省庁や連絡先なども掲載されているため、

これらの情報を紹介することは、再エネ事業者にとって有⽤な情報源になると考えられます。

（2-1-3．(２) 表 2.5 参照） 

 

２） 再エネ設備導⼊の事業規模や事業費等について 
事業規模に応じた事業費等の目安やエネルギー費⽤削減効果等の情報は、オーソライズ／公

表されたものはまだ少ないですが、その情報の有⽤性に鑑み、再エネ種によっては公表されて

いる事例もあります。（2-1-3．(２) 表 2.5 参照） 

また、環境アドバイザー制度等の独自の制度を運⽤している地方公共団体では、このような

専門性に特化した相談・問合せ対応について、所管担当部署の支援が可能な仕組みを構築して

いるケースもあります。 
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３） 再エネ設備導⼊の費⽤対効果について 
再エネ補助事業で検討される費⽤対効果のうち、採算性は、「2.1.3.（2）再エネ補助事業実

施の際の留意点」にも掲載したとおり、⻑期安定的な事業運営に密接に関係するものであり、

極めて重要な事項です。⼀方で、採算性の算定は、簡易的に把握する場合、キャッシュフロー

計算を⾏い IRR（内部収益率）等まで把握する場合など、事業内容や再エネ種別、段階検討や

熟度等に応じて様々な方法があります。 

本書では、再エネ事業者が簡易的に採算性が把握（単純投資回収期間）できる事業性評価シ

ートを紹介しています。このシートが活⽤できる場⾯としては、事業の企画や概略検討の段階

が想定されますが、太陽光発電設備導⼊事業などは、検討熟度に応じつつ広く対応しやすいと

考えています。他方、地中熱利⽤設備などは、採算性を算出するシミュレーションソフトが再

エネ事業者間で広く利⽤されていますが、無償で簡易的に把握したい場合などは参考になると

考えられます。 

また、再エネ取組のうち、特に件数の多い⼩規模太陽光発電事業では、経済性等の専門知識

に乏しい再エネ事業者が、採算性に関する理解自体が不⼗分なまま事業検討を進めた結果、事

業実施後に事業運営で問題等が発生するといったケースもあると聞きます。本書では、採算性

の考え方や算出／評価の方法等について、分かりやすい解説を心掛けて掲載しています（第 3

章、第 4 章 参照）。このような事業者に事業性評価シートを活⽤いただくことで、それを契機

に再エネ事業者側の採算性について知っていただき、理解のきっかけや理解深化の⼀助になる

ことも期待されます。 

 

表 2.11 事業性評価シートの活⽤の場⾯と活⽤の仕方（例） 

 場⾯ 活⽤できる場⾯の詳細 

1 
採算性について
大まかに把握 

・再エネ事業者が事業の企画や概略検討の段階で、採算性（単純投資回
収期間）について大まかに把握できることを紹介する 

2 
採算性に関する
理解 

・専門知識に乏しい再エネ事業者に採算性について知っていただく、理
解のきっかけ等になることを紹介する 

 

 

 

 

 

 

 

『事業性評価シート』が活⽤できます。 
・再エネ事業者が活⽤することを想定しています。 
・本書の第 3 章に事業性評価シートの解説や活⽤方法、第 4 章に活⽤例を掲載しています。 
・専門知識に乏しい場合でも理解いただけるよう、分かりやすい解説としています。 
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また、事業継続性（リスクとその対策）の把握も、「2.1.3.（2）再エネ補助事業実施の際の

留意点」に掲載したとおり、⻑期安定的な事業運営に必要不可⽋な要素です。再エネ事業者が

事業継続性（リスクとその対策）を把握・確認する場合は、分冊「地域における再生可能エネ

ルギー設備導⼊の計画時の留意点 〜再生可能エネルギー設備導⼊に係るリスクとその対策〜」

が参考になります。 

 

４） 具体的な事業内容に関する相談について 
相談内容としては、事業適地、基礎調査及びその他技術的事項など、より具体的な事業内容

に関する相談がある場合があります。このような技術的内容の場合は、実質的に対応が困難な

場合も想定され、地方公共団体それぞれで対応の可否も異なります。他方で、再エネ事業者と

のやり取りの蓄積を踏まえつつ、技術的ノウハウ等の蓄積をいかし、相談窓口の設置や講習会

の実施等により、再エネ事業者の事業支援の後押しとなる取組を⾏っている地方公共団体もあ

ります。【資料編参照 具体事例を掲載】 

また、前述の「２）再エネ設備導⼊の事業規模や事業費等について」に掲載したとおり、地

方公共団体独自のアドバイザー制度を活⽤するという手段もあり、それぞれの地方公共団体を

取り巻く状況等に応じて、対応・工夫できることがあると考えられます。 

 

再エネ取組の普及啓発の実施 

再エネ取組の普及推進に向けては、認知度の向上、社会的受容性の向上といった普及啓発が不

可⽋です。再エネ電気・熱事業を利⽤した補助事業者へのヒアリングでは、再エネ設備導⼊を検

討する事業者にとって、同地域内で実施された再エネ設備導⼊事業があるということは、事業を

企画・検討する上で大変貴重な情報である、との意⾒が多く挙げられています。また、再エネ取

組の関心のない主体が気付き・きっかけを得る機会も重要です。このように、地方公共団体から

の再エネ取組に関する情報発信や様々な普及啓発の取組により、再エネ取組の普及促進効果が期

待できます。 

 

再エネ取組の実施主体として参画 

前項までは、地方公共団体が、再エネ補助事業を実施する場合や、再エネ事業者から相談・問

合せを受ける場合、普及啓発を実施する場合について触れました。他方で、地方公共団体が再エ

ネ取組の実施主体（再エネ事業者）として参画する場合があります。このとき、再エネ事業者と

して⾏う「事業実施プロセス／手順」や「再エネ設備導⼊検討の留意点等」については、「2-3. 再

エネ事業者が実施していること」で詳しく掲載しています。 
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地方公共団体が再エネ事業を実施する目的は様々ですが、その⼀つに地域の公共施設等に再エ

ネ設備を率先導⼊し、地域内での認知度を高め、理解醸成していくことで波及効果につなげると

いう目的があります。 

再エネ電気・熱事業についても、事業実施を契機とした「波及効果」は補助事業が担う重要な

役割として期待されています。これまで再エネ電気・熱事業を活⽤した補助事業者（地方公共団

体）が実際に実施してきた様々な普及啓発の取組の例を次に幾つか紹介します。 

 

 再エネ事業について地方公共団体ホームページ／広報誌／メールマガジン等を通じた情報

発信 

 マスコミ／新聞／業界誌を通じた再エネ事業の取組記事の掲載 

 他の地方公共団体と連携した都道府県／市町村会議等での発表・講演 

 導⼊先の公共施設でのモニター／パネル設置等による再エネ設備の原理や説明、CO2 削減

効果等の⾒える化 

 導⼊設備の⾒学会／視察会、環境学習会等の実施 

 

上記に挙げた取組の多くは、公共施設を有する地方公共団体ならではの取組であり、⼀般市⺠、

⺠間企業等、幅広く対象とした普及啓発効果、普及促進効果が期待できます。 
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再エネ事業者が実施していること 
再エネ事業者は、それぞれ工夫をしながら、再エネの設備導⼊を進めており、その中で導⼊検

討時の留意点に関する知⾒を蓄積しています。これらの知⾒は、今後、再エネ設備導⼊を進める

事業者にとって参考となるものです。 

本節では、再エネ事業者が実施している内容を交えて、これらの知⾒について紹介します。 

 

再エネ設備導⼊の検討の際に参考になる知⾒ 

地域における再エネ設備導⼊の取組のうち、事業を実施する⺠間事業者等は、取組そのものの

中心的役割を担っています。 

本項では、再エネ設備導⼊事業を実施する大まかなプロセス／手順を簡単に紹介します。また、

その際に留意すべきポイント等について、再エネ設備導⼊を実施する⺠間事業者等にとって参考

になる知⾒を掲載します。 

さらに、本書では、再エネ設備導⼊事業で重要となる採算性や事業継続性を評価するための考

え方やツール（第 3 章、第 4 章）を取りまとめています。それらが活⽤できる場⾯も併せて紹介

します。 

 

 実施プロセス／手順 
再エネ事業者が、再エネ取組を実施する際は、おおむね次のようなプロセス／手順で⾏われます。 

＜実施プロセス／手順（電気）＞ 

1. 事業計画の策定⇒2. 許認可手続、資源量・電⼒需要先調査⇒3. 資⾦調達⇒4.着工 

 

＜実施プロセス／手順（熱）＞ 

1. 事業計画の策定 ⇒ 2. 許認可手続、資源量・熱需要先調査 ⇒ 3. 資⾦調達 ⇒ 4 着工 

 

 再エネ設備導⼊検討の留意点等 
このプロセス／手順の具体的な内容や、各段階での検討事項等は、再エネ事業者それぞれの背

景、経緯、事情等を踏まえ、事業者独自の方法で実施されています。ただ、各段階で、留意すべき

事項として、再エネ設備導⼊に当たって想定されるリスクとその対応策があります。表 2.12 は、

分冊「地域における再生可能エネルギー設備導⼊の計画時の留意点 〜再生可能エネルギー設備

導⼊に係るリスクとその対策〜」、再エネ事業者及びエネルギー関連団体へのヒアリング等を踏ま

えて整理したもので、いずれも再エネ取組でおおむね共通する事項を掲載したものです。 
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再生可能エネルギー導⼊に当たって想定されるリスクの詳細については、分冊「地域における

再生可能エネルギー設備導⼊の計画時の留意点 〜再生可能エネルギー設備導⼊に係るリスクと

その対策〜」を参照してください。 

 

表 2.12 再エネ設備導⼊を実施する際の留意点 

 段階 留意点（課題と対応策等） 

1) 事業計画の策定 

・⼟地の確保 
・近隣住⺠などの事業実施への理解促進 
・自然災害への備え 
・採算性の検討 
・設備導⼊効果（CO2 削減量）の把握  等 

2) 
（電気）接続可否検討、
系統連系協議 

・系統への接続可否の確認 
・系統連系協議の実施  等 

3) 
（熱）許認可手続・資源
量・熱需要先調査 

・許認可手続の実施 
・利⽤可能な資源量の把握 
・エネルギー需要先の需要データの把握  等 

4) 資⾦調達 ・追加コストの発生  等 

 

１） 事業計画の策定 
事業計画の策定に当たっては、⼟地の確保、近隣住⺠などの事業への理解促進、自然災害へ

の備え、採算性の検討、設備導⼊効果（CO2 削減量）の把握等が課題となります。 

このうち、採算性については、利⽤可能な再エネ補助事業の有無を確認しつつ検討を⾏う場

合があります。採算性の検討について、再エネ事業者の組織内に専門スタッフがいない場合は、

設計業者等に依頼することが想定されますが、本来、再エネ事業者側でも検討できることが望

まれます。 

本書では、再エネ事業者自身が簡易的に採算性を把握（単純投資回収期間）できる事業性評

価シートについて解説しています。このシートが活⽤できる場⾯としては、事業の企画や概略

検討の段階が想定されますが、太陽光発電設備導⼊事業などは、検討熟度に応じつつ広く対応

しやすいと考えています。他方、地中熱利⽤設備などは、採算性を算出するシミュレーション

ソフトが再エネ事業者間で広く利⽤されていますが、無償で簡易的に把握したい場合などはこ

のシートが参考になると考えられます。 

また、本書では、採算性の考え方や算出／評価の方法等について、分かりやすい解説を心掛

けて掲載しています（第 3 章、第 4 章 参照）。再エネ事業者に事業性評価シートを活⽤いただ

くことで、それを契機に採算性について知っていただき、理解のきっかけや理解深化の⼀助に

なることも期待されます。 
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表 2.13 事業性評価シートの活⽤の場⾯と活⽤の仕方（例） 

 場⾯ 活⽤できる場⾯の詳細 

1 
採算性について
大まかに把握 

・再エネ事業者が事業の企画や概略検討の段階で、採算性（単純投資回
収期間）について大まかに把握する 

2 
採算性に関する
理解 

・再エネ事業者が採算性を知る、理解のきっかけ／理解深化につながる 

 

 

 

 

 

 

 

なお、導⼊する再エネ設備の内容や規模等は、再エネ設備の導⼊効果（CO2 削減量）の算定

結果等も踏まえながら検討します。 

CO2 削減量の算定については、環境省が整備した「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブッ

ク＜補助事業申請⽤＞」（以下、「算定ガイドブック」という）が活⽤可能です。これは、算定ガ

イドブックで示されている「補助事業申請者向けハード対策事業計算ファイル」を⽤いて、計

画している再エネ事業の内容に沿ったデータを⼊⼒することによって、自動的にエネルギー起

源 CO2 の削減効果が算定できるツールになります。再エネ電気・熱事業においても、この計算

ファイルで算定された結果を⽤いて、補助事業における採択の判断基準の⼀つとして活⽤され

ています。 

地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック＜補助事業申請⽤＞ 

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz̲local/gbhojo.html 
 

 

その他、地中熱利⽤設備については、特定非営利活動法⼈ 地中熱利⽤促進協会ホームペー

ジにおいて、実際の設備導⼊効果等の実績値が公表されています。 
 
特定非営利活動法⼈ 地中熱利⽤促進協会 

http://www.geohpaj.org/introduction/index1/achievement 
 

 

 

『事業性評価シート』が活⽤できます。 
・再エネ事業者が活⽤することを想定しています。 
・本書の第 3 章に事業性評価シートの解説や活⽤方法、第 4 章に活⽤例を掲載しています。 
・専門知識に乏しい場合でも理解いただけるよう、分かりやすい解説としています。 
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再エネ補助事業の検討や申請段階で、地方公共団体やエネルギー関連団体に対して相談や問

合せを⾏うことも、課題の解決策につながる場合があります。 

＜相談や問合せの例＞ 

 導⼊設備の内容や規模の相談 
 導⼊効果（エネルギー削減コスト、CO2 削減効果等） 
 投資回収年数の情報やその目安 
 地域における再エネ設備導⼊事例の紹介 
 その他（業者の紹介、先進的な技術提案 等） 

 

２） （電気）接続可否検討、系統連系協議 
電気については、系統への接続可否の確認、系統連系協議の実施等が再エネ設備導⼊検討時

の課題となります。具体的な課題解決方法については、「地域における再生可能エネルギー設備

導⼊の計画時の留意点 〜再生可能エネルギー設備導⼊に係るリスクとその対策〜」に再エネ

種ごとに整理されている「制度リスク」が主に参考になります。 

なお、エネルギー関連団体では、再エネ設備導⼊について技術のみならず制度・許認可手続

き等に関するマニュアルやガイドライン等の内容の解説を目的としたセミナーや勉強会等を実

施している場合があり、それらの活⽤も考えられます。 

 

３） （熱）許認可手続・資源量・熱需要先調査 
熱については、許認可手続の実施、利⽤可能な資源量の把握、エネルギー需要先の需要デー

タの把握等が再エネ設備導⼊検討時の課題となります。 

具体的な課題解決方法については、「地域における再生可能エネルギー設備導⼊の計画時の留

意点 〜再生可能エネルギー設備導⼊に係るリスクとその対策〜」に再エネ種ごとに整理され

ている「制度リスク」、「資源リスク」、「需要リスク」が参考になります。 

 

４） 資⾦調達 
資⾦調達を⾏うためには、計画・設計段階で設計に必要な諸条件（目的、⽤途、負荷、準拠図

書など）を明確化し、コストを正確に把握することが必要です。コストを算定していても、事

故による被害対応等により、追加コストが発生する可能性があることが、再エネ設備導⼊検討

時の課題となります。 

例えば太陽光発電事業では、イニシャルコストを意識する余り、減価償却、メンテナンス費

に対する認識が薄くなりがちですが、事業性評価のことを再エネ事業者自身が知識として理解

し、身に着けることは非常に重要になります。また、⼩規模事業者は採算性の検討を実施した
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ことがない場合も想定されるため、専門的なサポートが必要であると考えられます。 

本書の「3. 再エネ設備の導⼊を計画する際の簡易的な事業性評価」は、事業性評価の理解深

化にも役⽴つと考えられます。 
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3. 再エネ設備の導入を計画する際の簡易的な事業性評価 

事業性評価は、地域において再エネ設備の導⼊を判断する際の重要事項の⼀つです。本章では、

事業性評価を簡易的に把握するための方法を解説しています。また、再エネ設備の導⼊を計画す

る再エネ事業者として事業性評価を実施する際の留意点、再エネ設備導⼊を支援する⽴場から事

業性評価を確認する際の留意点など、再エネ事業者、地方公共団体双方の⽴場・役割から解説し

ています。 

なお、本章で紹介する簡易的な事業性評価の方法は、2 章で掲載した設備導⼊時の事業性評価

の重要性を踏まえ、環境省が過去の補助事業（再エネ電気・熱事業）の審査で活⽤した事業性評

価に関するマニュアル／ツール類を⼀部改訂したものです。 

 

事業性評価の適⽤範囲 

対象範囲 

本章で紹介する簡易的な事業性評価の方法は、次のような場⾯での活⽤を想定しています。 

①再エネ事業者が再エネ設備の導⼊計画時において事業性を検討するために活⽤ 

②再エネ関連補助事業の申請者及び審査者が事業性を検討するために活⽤ 

③再エネ事業者が再エネ事業の実施について地方公共団体に相談する際に活⽤ 

④再エネ事業者と地方公共団体が事業性を確認するためのコミュニケーションツールとし

て活⽤ 

 

主に自家消費を中心とする⼩規模事業を対象に作成されていますが、売電・売熱を⾏う事業に

も対応可能な形になっています。 

また、投資回収年の算出に係る感度分析のツールとして活⽤可能です。さらに、事業計画時の

みならず、設計段階、施工段階、運⽤段階においても、実績値を⼊⼒することで計画時との差異

を確認し、運⽤の改善に結び付けるためのツールとして活⽤可能です。 

 

対象者 

事業性評価の活⽤主体は「地方公共団体」、「再エネ事業者（⺠間企業等の再エネ導⼊取組の実

施主体）」を想定しています。 

再エネ事業者においては、再エネ設備導⼊時の検討ツールとして活⽤していただき、地方公共

団体においては、補助事業を実施する団体のみならず、それら支援策を実施しない地方公共団体

にとっても、地域内の⺠間事業者等から再エネ設備導⼊に関する問合せや相談を受ける場⾯、地

方公共団体が事業主体となる場⾯等で活⽤が可能です。 
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⼀般的に、経済性と防災性はトレードオフの関係にあることから、防災性の向上を目的に再エ

ネ設備等を導⼊する事業では、そうでない場合と比較して採算性が悪くなる傾向があります。防

災性の向上を目的に再エネ設備等を導⼊する事業では、採算性を許容できる範囲内か確認するた

めのツールとして、本書で紹介する事業性評価シートを活⽤することが考えられます。 

また、防災性や経済性に影響する蓄電池の導⼊を検討する場合、蓄電池の導⼊有無による採算

性の違いを把握するためのツールとして、本書で紹介する事業性評価シートを活⽤することが考

えられます。 

 

＜経済性と防災性のトレードオフの関係の例＞ 

・防災性を重視し、災害時の電⼒確保の観点から蓄電池容量の大きいものを導⼊したが、平
常時に蓄電池を使⽤しないシステムの場合は経済性が劣る。 

・経済性を重視し、蓄電池容量を最⼩に設定した場合、災害時に利⽤できる電⼒が確保で
きず防災性が劣る。 

 

⽤語の定義 

本章及び 4 章にて取り扱う事業性評価は、「再エネ設備を導⼊する再エネ事業者又は地方公共

団体が、再エネ設備の導⼊内容や採算性、事業継続性を適切に評価すること」と定義しています。 

⾦融機関からみた、⼀般的な事業性評価の定義は「財務データや担保・保証に必要以上に依存

することなく、取引先企業の事業内容や成⻑可能性などを適切に評価して⾏う融資のこと」とな

りますが、本書では自家消費を中心とする⼩規模な再エネ設備導⼊事業を適切に評価することを

想定しています。 

 

再エネ電気・熱事業における事業性評価は、事業の採算性について評価を⾏う「採算性」と、

事業における重大リスクへの認識と対策状況を評価する「事業性評価（リスクとその対策）」の二

つの評価から構成されていました。 

本章及び 4 章では、「導⼊内容や採算性を適切に評価すること」に対応したものを主に扱うこと

とし、「事業継続性（リスクとその対策）」は分冊「地域の再エネ設備導⼊の留意点〜リスクとそ

の対策」で取り扱うこととします。 

 

「採算性」については、単純投資回収期間を評価基準として採⽤しています。 

事業実施の意思決定をする際に、合理性（定量評価・数値化）の判断基準として、「NPV（正味

現在価値）」、「IRR（内部収益率）」、「単純投資回収期間」などがあります。 
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NPV や IRR は、将来のキャッシュフローの現在価値を計算するため、その際に⽤いる割引率に

より時間価値を考慮することが可能ですが、キャッシュフロー計算書の作成が必要となるため、

作業負担が大きくなります。 

⼀方、単純投資回収期間は、事業に不慣れな再エネ事業者にとって、事業の合理性を判断する

基準として理解しやすく、関係者への事業の説明や意思決定に利⽤しやすいというメリットがあ

ります。また、単純投資回収期間の算出に必要なイニシャルコストは、補助事業申請者の場合は、

申請時に記⼊する「総事業費」、「補助⾦所要額」等の活⽤が可能なため、作業負担の軽減につな

がります。ランニングコストについては、事業期間のランニングコストの認識につながります。 

 

以上のことから、「採算性」の評価基準として単純投資回収期間を採⽤し、その算出のためのツ

ールである「事業性評価シート」について次節 3-2．にて解説します。 
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本章で取り扱う事業性評価シートの解説 

事業性評価シートの構成 

事業性評価シートは採算性を評価するための「単純投資回収期間」を算出するシートです。次

の二つのパートから構成されており、対象事業についての情報を⼊⼒することにより、単純投資

回収期間が算出されます。 

 

導⼊設備の概要 導⼊する再生可能エネルギー設備について⼊⼒する。 

採算性に関する項目 事業の収⼊、イニシャルコスト、ランニングコストに関して⼊⼒する。 

 

 
図 3.1 事業性評価シートの構成 

 

事業性評価シートの項目 

 導⼊設備の概要 
導⼊設備の概要は、次のような構成になっています。 

多様なエネルギー種に対応できるように⼊⼒欄が⽤意されており、導⼊する設備の該当欄に⼊

⼒する形式となっています。 
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表 3.1 導⼊設備の概要に係る⼊⼒欄の構成 

項目 
※数字は事業性評価シートの項目 No. 

⼊⼒内容 

[算定／自動⼊⼒される内容] 

1.1 再生可能エネルギー発電・熱

利⽤設備（コジェネレーションシ

ステム） 

設備名、定格発電出⼒、回収熱量、想定年間発電量、想定年間熱生産量 

[設備の法定耐⽤年数、年間設備利⽤率、想定全負荷運転時間、想定年

間発電量合計、想定年間熱生産量合計] 

1.2 再生可能エネルギー発電設備

（コジェネ除く） 

設備名、定格発電出⼒、モジュール出⼒（太陽光発電の場合）、想定年

間発電量 

[設備の法定耐⽤年数、年間設備利⽤率、想定年間発電量合計] 

1.3 蓄電池 設備名、蓄電容量、出⼒、再生可能エネルギーの自家消費量（蓄電設

備導⼊前、蓄電設備導⼊後） 

[設備の法定耐⽤年数、蓄電池を活⽤して増大させた自家消費量（ピー

クシフト量）] 

1.4 再生可能エネルギー熱利⽤設

備 

設備名、出⼒（加熱／貯雪重量、冷却）、想定年間熱生産量（加熱、冷

却） 

[設備の法定耐⽤年数、想定全負荷運転時間、想定年間熱生産量（冷熱

生産含む）合計] 

1.5 蓄熱設備 貯湯槽・蓄熱槽等の設備名、貯湯・蓄熱容量、設備の法定耐⽤年数、

再生可能エネルギーの自家消費量（蓄熱設備導⼊前、蓄熱設備導⼊後） 

[蓄熱設備を活⽤して増大させた自家消費量（ピークシフト量）] 

1.6(1)再生可能エネルギー設備に

よる想定年間発電量及び熱生産量

の内訳（再生可能エネルギー発電、発

電・熱利⽤（コジェネレーションシス

テム）設備による想定年間発電量の内

訳） 

＜需要から⾒た内訳＞蓄電池を活⽤しない場合の自家消費量 

[＜発電量から⾒た内訳＞再生可能エネルギー発電・熱利⽤設備による

想定年間発電量、再生可能エネルギー発電設備による想定年間発電量、

想定年間発電量合計] 

[＜需要から⾒た内訳＞蓄電池を活⽤して増大させた自家消費量（ピー

クシフト量）、蓄電池を活⽤しても自家消費できない余剰電⼒量、自家

消費量等合計] 

1.6(2)再生可能エネルギー設備に

よる想定年間発電量及び熱生産量

の内訳（再生可能エネルギー熱利⽤、

発電・熱利⽤（コジェネレーションシ

ステム）設備による想定年間熱生産量

の内訳） 

 

＜需要から⾒た内訳＞蓄熱設備を活⽤しない場合の自家消費量 

[＜熱生産量から⾒た内訳＞再生可能エネルギー発電・熱利⽤設備によ

る想定年間熱生産量、再生可能エネルギー熱利⽤設備による想定年間

熱生産量（冷熱生産含む）、想定年間熱生産量合計] 

[＜需要から⾒た内訳＞蓄熱設備を活⽤して増大させた自家消費量（ピ

ークシフト量）、蓄熱設備を活⽤しても自家消費できない余剰熱量、自

家消費量等合計] 

注︓法定耐⽤年数については、設備名をプルダウンで⼊⼒できる設備については、表 3.2 再生可能エネルギー

設備の減価償却資産の耐⽤年数等に基づいた法定耐⽤年数が自動的に⼊⼒されます。プルダウン⼊⼒以外の

設備については、表及び出典を参考にして⼊⼒します。省令の改正時には確認が必要になります。 
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表 3.2 再生可能エネルギー設備の減価償却資産の耐⽤年数等 
再生可能 

エネルギー
設備 

設備 
減価償却資産の耐⽤年数等 

法定耐
⽤年数 種類 構造又は⽤途 細目 出典 

太陽光発電 ソーラーパネ
ル等 17年 電気業⽤設備 － その他の設備（主とし

て⾦属製のもの） ※1 

風⼒発電 発電機等 17年 電気業⽤設備 － その他の設備（主とし
て⾦属製のもの） ※1 

バイオマス
（発電、熱
利⽤、発電・
熱利⽤） 

バイオマス発
電設備 15年 電気業⽤設備 － 内燃⼒又はガスター

ビン発電設備 ※1 

木質バイオマ
スボイラー 15年 建物附属設備 冷房、暖房、通風

又はボイラー設備 その他のもの ※2 

⽔⼒発電 
発電機等 22年 電気業⽤設備 － 電気業⽤⽔⼒発電設

備 ※1 

発電機等 20年 電気業⽤設備 － その他の⽔⼒発電設
備 ※1 

地熱（発電、
熱利⽤、発
電・熱利⽤） 

発電機等 15年 電気業⽤設備 － 汽⼒発電設備 ※1 

熱交換器（住宅
⽤を除く） 

13年 建物附属設備 冷房、暖房、通風又
はボイラー設備 

冷暖房設備（冷凍機の
出⼒が22kW以下のも
の） 

※2 

15年 建物附属設備 冷房、暖房、通風又
はボイラー設備 その他のもの ※2 

太陽熱利⽤ 集熱器等 15年 建物附属設備 冷房、暖房、通風又
はボイラー設備 その他のもの ※2 

地中熱利⽤ 
地中熱ヒート
ポンプ（住宅⽤
を除く） 

13年 建物附属設備 冷房、暖房、通風又
はボイラー設備 

冷暖房設備（冷凍機の
出⼒が22kW以下のも
の） 

※2 

15年 建物附属設備 冷房、暖房、通風又
はボイラー設備 その他のもの ※2 

温度差エネ
ルギー熱利
⽤ 

ヒートポンプ
（住宅⽤を除く） 

13年 建物附属設備 冷房、暖房、通風又
はボイラー設備 

冷暖房設備（冷凍機の
出⼒が22kW以下のも
の） 

※2 

15年 建物附属設備 冷房、暖房、通風又
はボイラー設備 その他のもの ※2 

雪氷熱利⽤ 

雪氷熱の送風
機･ファンコイ
ル（住宅⽤を除
く） 

15年 建物附属設備 冷房、暖房、通風又
はボイラー設備 その他のもの ※2 

蓄電池 蓄電池 6年 建物附属設備 電気設備（照明設備
を含む） 蓄電池電源設備 ※2 

蓄熱設備 蓄熱槽等 15年 建物附属設備 冷房、暖房、通風又
はボイラー設備 その他のもの ※2 

※1︓別表第二 機械及び装置の耐⽤年数表 
※2︓別表第⼀ 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐⽤年数表 
出典︓減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令（昭和四⼗年大蔵省令第⼗五号）を基に作成。電子政府の総合窓

口 e-Gov のホームページ参照。 
＜https://elaws.e-gov.go.jp > 
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 採算性に関する項目 
採算性に関する項目の概要の⼊⼒欄は、以下のような構成になっています。 

表 3.3 採算性に関する項目の⼊⼒欄の構成 

項目 
※数字は事業性評価シートの項目 No. 

⼊⼒内容 
[算定／自動⼊⼒される内容] 

収

⼊

に

関

す

る

項

目 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備 

2.1(1) 1)自家消費による
収⼊相当額の算出（エネル
ギー消費削減額の算出） 

導⼊前年間使⽤量又は年間発電量、導⼊後年間使⽤量、エネルギー
単価（導⼊前、導⼊後） 
[エネルギー消費額（導⼊前、導⼊後）、エネルギー消費削減額、エ
ネルギー消費削減額合計] 

2.1(1) 2)自家消費による
収⼊相当額の算出（基本料
⾦削減額の算出） 

基本料⾦（導⼊前、導⼊後） 
[基本料⾦削減額、基本料⾦削減額合計] 
1) 2)共通[自家消費による収⼊相当額] 

2.1(2)余剰分の電⼒・熱の
販売による収⼊の算出 

エネルギー販売単価 
[余剰分の販売量、余剰エネルギー販売収⼊、余剰エネルギー販売収
⼊合計] 

2.1(3)その他の収⼊の算
出 

その他の収⼊項目、その他の販売量、（販売量）単位、販売単価、（販
売単価）単位 
[その他の収⼊、その他の収⼊合計] 

2.1(4)省エネルギー設備導⼊
によるエネルギー消費削減額
の算出 

年間使⽤量（導⼊前、導⼊後）、エネルギー単価（導⼊前、導⼊後） 
[エネルギー消費削減額、省エネルギー設備導⼊によるエネルギー消
費削減額合計] 

2.1(5)単年度収⼊合計 [単年度収⼊合計] 
2.1(6)導⼊設備の耐⽤年数（最
大）期間における収⼊⾒込合計 

収⼊⾒込低下率 
[事業期間、事業期間の収⼊⾒込合計] 

2.2 イニシャルコストに関する項目 総事業費、補助⾦所要額 
[総事業費のうち自己負担分] 

2.3 ランニングコストに関する項目 メンテナンス費、2.1（1）に⼊⼒した光熱費以外の費⽤（事業性評
価シートでは「上記以外の費⽤」と記載）、⽔道費、燃料調達費、撤
去費、計測・モニタリング費、灰処理費、その他費⽤（それぞれ導
⼊前、導⼊後、補足欄） 
[2.1（1）に⼊⼒した光熱費、光熱費計、事業期間のランニングコス
ト合計（それぞれ導⼊前、導⼊後）] 
※減価償却費は、会計上はランニングコストとして計上処理されますが、事

業性評価シートにおいては、実際のキャッシュフローに基づいた採算性を
評価するため、減価償却をランニングコストに含まず単純投資回収期間を
算出することとしています。 

2.4 単純投資回収期間 [A1:「総事業費のうち自己負担分」ベースで投資回収期間を計算し
た場合の単純投資回収期間、A2:「総事業費」べ―スで投資回収期間
を計算した場合の単純投資回収期間]  
[A1 総事業費のうち自己負担分、A2 総事業費、B 事業期間のランニ
ング収支（事業期間の収⼊⾒込合計、導⼊前後の事業期間ランニン
グコスト合計の差）、C 事業期間] 
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事業性評価の算定プロセス 

 単純投資回収期間の算定式 
採算性を評価する基準として設定した単純投資回収期間は、イニシャルコストを単年度収支で

除して求めます。 

 
 

 算定式を構成する各項目⼀覧 
以下に、単純投資回収期間の算定式を構成するイニシャルコスト、単年度収支について説明し

ます。 

１） イニシャルコスト 
イニシャルコストは設備導⼊時の初期費⽤です。補助事業活⽤状況により自己負担額は違っ

てきます（図 3.2 参照）。補助⾦を考慮して算出する場合には、補助対象施設や補助率について

詳細を把握しておく必要があります。 

事業性評価シートではイニシャルコストを次の 2 パターンで捉えて、それぞれの場合の単純

投資回収期間を算出する形式となっています。 

 

A1: 総事業費のうち自己負担分（総事業費－補助⾦所要額※）をイニシャルコストとする 
※複数の補助事業を併⽤する場合には、各補助事業の補助⾦所要額を合計して算出します。 

A2: 総事業費をイニシャルコストとする 

 

 
図 3.2 イニシャルコストの捉え方 

  

単純投資回収期間 イニシャルコスト 単年度収支 

A1 

A2 
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２） 単年度収支 
単年度収支は、次の式により算出されます。 

 
 

以下に、単年度収支を構成する項目の ①単年度収⼊ ②単年度支出 の各構成項目について掲

載します。 

 

①単年度収⼊ 

 
 

単年度収⼊相当額の算出式を構成する項目 

【再生可能エネルギー設備導⼊によるもの】 

ⅰ）自家消費による収⼊相当分 

 
 

a）エネルギー消費削減額 

 
 

b）再生可能エネルギー設備導⼊によるエネルギー基本料⾦削減額 

 
 

ⅱ）余剰分の電⼒・熱の販売による収⼊ 

 

ⅲ）その他の収⼊ 

 

単年度収支 ①単年度収⼊ ②単年度支出 

①単年度収⼊ 
ⅰ）自家消費

による収⼊
相当分 

ⅱ）余剰分の電
⼒・熱の販売
による収⼊ 

ⅲ）その他の

収⼊ 

ⅰ）自家消費による 
収⼊相当分 a）エネルギー消費削減額 ｂ）基本料⾦削減額 

a）エネルギー消費
削減額（エネル
ギー種別に算出後
合計） 

導⼊前の電⼒及
び化⽯燃料の年
間使⽤量又は発
電量※ 

導⼊前に購⼊し
ていた電⼒及び
化⽯燃料のエネ
ルギー単価 

導⼊後に購⼊⾒
込みの電⼒及び
化⽯燃料の年間
使⽤量 

導⼊後に購⼊⾒
込みの電⼒及び
化⽯燃料のエネ
ルギー単価 

ｂ）エネルギー基本料⾦削減額 
（エネルギー種別に算出後合計） 

導⼊前の電⼒及び化⽯燃料の
年間基本料⾦ 

導⼊後の電⼒及び化⽯燃料
の年間基本料⾦ 

ⅱ）余剰分の電⼒・熱の

販売による収⼊ 

余剰電⼒・熱の 

販売単価 
年間自家消費量 

導⼊設備の年間 

発電量/熱生産量 

余剰電⼒量・熱量 

ⅲ）その他の収⼊ その他の販売量 （その他の）販売単価 

導⼊前のエネルギー消費 導⼊後のエネルギー消費

ⅳ）省エネルギー設
備導⼊によるエネ
ルギー消費削減額 

再生可能エネルギー設備導⼊によるもの 
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【省エネルギー設備導⼊によるもの】 

ⅳ）省エネルギー設備導⼊によるエネルギー消費削減額 

 
 

②単年度支出 

 
 

減価償却費は、会計上はランニングコストとして計上処理されますが、事業性評価シートに

おいては、実際のキャッシュフローに基づいた採算性を評価するため、減価償却をランニング

コストに含まず、単純投資回収期間を算出することとしています。 

 
単年度支出の算出式を構成する項目 

ⅰ）導⼊前後の事業期間内のランニングコスト合計の差 

 
＜ランニングコスト細目（導⼊前、導⼊後）＞ 

 
 

 
 
ⅱ）事業期間 

導⼊設備の法定耐⽤年数（複数設備の場合には最⻑期間のものを採⽤） 

  

ⅳ）省エネルギー設
備導⼊によるエネ
ルギー消費削減額
（エネルギー種別に
算出後合計） 

導⼊前の電⼒及
び化⽯燃料の年
間使⽤量 

導⼊前に購⼊し
ていた電⼒及び
化⽯燃料のエネ
ルギー単価 

導⼊後に購⼊⾒
込みの電⼒及び
化⽯燃料の年間
使⽤量 

導⼊後に購⼊⾒
込みの電⼒及び
化⽯燃料のエネ
ルギー単価 

導⼊前のエネルギー消費 導⼊後のエネルギー消費

②単年度支出 ⅰ）導⼊前後の事業期間内の 
ランニングコスト合計の差 ⅱ）事業期間 

導⼊後の事業期間の 
ランニングコスト合計 

ⅰ）導⼊前後の事業期間内の 
ランニングコスト合計の差 

導⼊前の事業期間の 
ランニングコスト合計 

ランニングコスト合計 
メンテナンス費 

（保守点検費及び 
部品等の交換費） 

⽔道費 

燃料調達費※１ 

光熱費 

撤去費 計測、モニタリング費 

光熱⽔費 

灰処理費※２ 
その他費⽤ 

＜任意＞ 

※１︓バイオマス事業は燃料調達又は原料調達して燃料加工しているため、ランニングコスト内訳に燃料調達費
（燃料製造している場合は原料調達及び燃料加工に係る費⽤）を⼊⼒する欄として設定 

※２︓バイオマス事業は焼却灰が発生するため、ランニングコスト内訳に焼却灰の処理費を⼊⼒する欄として設定 
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事業性評価シートの活⽤方法 

事業性評価シートへの⼊⼒方法 

事業性評価シートへの⼊⼒方法について、以下に掲載します。 

⼊⼒前に次の説明を確認します。 

 
 

導⼊する施設によって⼊⼒する欄が違うため、発電  、熱  、発電＆熱（コジェネレーシ

ョン）  の印を目印にして必要な項目に⼊⼒します。 

 

 「1.導⼊設備の概要」に関する項目の⼊⼒方法 
⼊⼒欄は、設備別に次の項目に分かれています。 

1.1 再生可能エネルギー発電・熱利⽤設備（コジェネレーションシステム） 

1.2 再生可能エネルギー発電設備（コジェネ除く） 

1.3 蓄電池 

1.4 再生可能エネルギー熱利⽤設備 

1.5 蓄熱設備 

1.6 再生可能エネルギー設備による想定年間発電量及び熱生産量の内訳 

※数字は事業性評価シートの該当項目 No. 

 

１） 1.1 再生可能エネルギー発電・熱利⽤設備（コジェネレーションシステム） 
設備名は、導⼊する再生可能エネルギー発電・熱利⽤設備（コジェネレーションシステム）

の種類をプルダウン⼊⼒します。 

法定耐⽤年数は、「3-2-2．(１)導⼊設備の概要」に掲載した「表 3.2 再生可能エネルギー

設備の減価償却資産の耐⽤年数等」に示す対応表に基づき、導⼊設備の種類によって自動的に

⼊⼒されますので、定格発電出⼒、回収熱量、想定年間発電量、想定年間熱生産量を⼊⼒しま

す。 

以上を⼊⼒すると、導⼊する再生可能エネルギー発電・熱利⽤設備（コジェネレーションシ

導⼊する設備について、以下に掲載する手順に従って情報を⼊⼒します。 

電 熱 
コ 
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ステム）の年間設備利⽤率、想定全負荷運転時間、想定年間発電量合計、想定年間熱生産量合

計が自動計算されるようになっています。 

なお、プルダウンで⼊⼒できない設備の場合には個別に設備名を⼊⼒し、法定耐⽤年数につ

いても対応する年数を⼊⼒します。 

 
 

２） 1.2 再生可能エネルギー発電設備（コジェネ除く） 
設備名は、導⼊する再生可能エネルギー発電設備（コジェネ除く）の種類をプルダウン⼊⼒

します。 

法定耐⽤年数は、「3-2-2．(１)導⼊設備の概要」に掲載した「表 3.2 再生可能エネルギー

設備の減価償却資産の耐⽤年数等」に示す対応表に基づき、導⼊設備の種類によって自動的に

⼊⼒されますので、定格発電出⼒、想定年間発電量を⼊⼒します。太陽光発電の場合はモジュ

ール出⼒も⼊⼒します。 

以上を⼊⼒すると、導⼊する再生可能エネルギー発電設備（コジェネ除く）の年間設備利⽤

率、想定年間発電量合計が自動計算されるようになっています。 

なお、プルダウンで⼊⼒できない設備の場合には個別に設備名を⼊⼒し、法定耐⽤年数につ

いても対応する年数を⼊⼒します。 

 
 

３） 1.3 蓄電池 
設備名は、導⼊する蓄電池の種類をプルダウン⼊⼒します。 

設備の法定耐⽤年数は、「3-2-2．(１)導⼊設備の概要」に掲載した「表 3.2 再生可能エネ

ルギー設備の減価償却資産の耐⽤年数等」に示す対応表に基づき、導⼊設備の種類によって自

動的に⼊⼒されますので、蓄電容量、出⼒、蓄電設備導⼊前後の再生可能エネルギーの自家消

費量を⼊⼒します。 

以上を⼊⼒すると、蓄電池を活⽤して増大させた自家消費量（ピークシフト量）が自動計算

されるようになっています。 
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なお、プルダウンで⼊⼒できない設備の場合には個別に設備名を⼊⼒し、法定耐⽤年数につ

いても対応する年数を⼊⼒します。 

 
 

４） 1.4 再生可能エネルギー熱利⽤設備 
設備名は、導⼊する再生可能エネルギー熱利⽤設備の種類をプルダウン⼊⼒します。 

設備の法定耐⽤年数は、「3-2-2．(１)導⼊設備の概要」に掲載した「表 3.2 再生可能エネ

ルギー設備の減価償却資産の耐⽤年数等」に示す対応表に基づき、導⼊設備の種類によって自

動的に⼊⼒されますので、出⼒（雪氷熱は貯雪重量）、想定年間熱生産量（雪氷熱は想定年間冷

熱生産量）について、それぞれ加熱分と冷却分の該当分を⼊⼒します。 

以上を⼊⼒すると、導⼊する再生可能エネルギー熱利⽤設備の想定全負荷運転時間、想定年

間熱生産量（冷熱生産含む）合計が自動計算されるようになっています。 

なお、プルダウンで⼊⼒できない設備の場合には個別に設備名を⼊⼒し、法定耐⽤年数につ

いても対応する年数を⼊⼒します。 

 
 

５） 1.5 蓄熱設備 
導⼊する貯湯槽・蓄熱槽等の設備名を⼊⼒し、各設備の貯湯・蓄熱容量、設備の法定耐⽤年

数、蓄熱設備導⼊前後の再生可能エネルギーの自家消費量を⼊⼒します。設備の法定耐⽤年数

は国税庁のホームページ等を参照し、「設備」の減価償却資産の耐⽤年数を⼊⼒してください。 

以上を⼊⼒すると、蓄熱設備を活⽤して増大させた自家消費量（ピークシフト量）が自動計

算されるようになっています。 
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６） 1.6 再生可能エネルギー設備による想定年間発電量及び熱生産量の内訳 
1.1〜1.5 で⼊⼒した内容から算出された想定年間発電量及び想定年間熱生産量がこちらに

集計されます。 

 

1.6（1）再生可能エネルギー発電、発電・熱利⽤（コジェネレーションシステム）設備による

想定年間発電量の内訳 

1.1、1.2、1.3 で⼊⼒した内容から想定年間発電量について、「発電量から⾒た内訳」「需要

から⾒た内訳」に分けて整理して表示されます。 

「発電量から⾒た内訳」には、1.1 で算出された再生可能エネルギー発電・熱利⽤設備による

想定年間発電量（a1）、1.2 で算出された再生可能エネルギー発電設備による想定年間発電量

（a2）が表示され、その合計である想定年間発電量合計が算出されます。 

「需要から⾒た内訳」には、蓄電池を活⽤しない場合の自家消費量（ｂ）を⼊⼒します。余

剰電⼒を売電（相対取引など）する場合は、余剰売電量を差し引いた数値を⼊⼒してください。

1.3 で算出された蓄電池を活⽤して増大させた自家消費量（ピークシフト量）（ｃ）は自動的に

⼊⼒され、蓄電池を活⽤しても自家消費できない余剰電⼒量（ｄ）が算出されます。 

各項目の発電量と需要に分けた構成は、図 3.3 のようになっています。 

 
図 3.3 発電量と需要の関係 

 

需要に関する項目ｂ、c、ｄについてのイメージは、図 3.4 を参照してください。 

 

 
図 3.4 需要に関する項目ｂ、ｃ、ｄの関係 
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1.6（2）再生可能エネルギー熱利⽤、発電・熱利⽤（コジェネレーションシステム）設備によ

る想定年間熱生産量の内訳 

1.1、1.4、1.5 で⼊⼒した内容から想定年間熱生産量について、「熱生産量から⾒た内訳」「需

要から⾒た内訳」に分けて整理して表示されます。 

「熱生産量から⾒た内訳」には、1.1 で算出された再生可能エネルギー発電・熱利⽤設備によ

る想定年間熱生産量（a1）、1.4 で算出された再生可能エネルギー熱利⽤設備による想定年間熱

生産量（a2）が表示され、その合計である想定年間熱生産量合計が算出されます。 

「需要から⾒た内訳」には、蓄熱設備を活⽤しない場合の自家消費量（ｂ）を⼊⼒します。

余剰熱を売熱（相対取引など）する場合は、余剰熱量を差し引いた数値を⼊⼒してください。

1.5 で算出された蓄熱設備を活⽤して増大させた自家消費量（ピークシフト量）（ｃ）は自動的

に⼊⼒され、蓄熱設備を活⽤しても自家消費できない余剰熱量（ｄ）が算出されます。 

各項目の熱生産量と需要に分けた構成は、図 3.5 のようになっています。 

 

 
図 3.5 熱生産量と需要の関係 
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 「2.採算性」に関する項目の⼊⼒方法 
採算性に関する⼊⼒欄は、下記の４つから構成されています。 

2.1 収⼊に関する項目 

2.2 イニシャルコストに関する項目 

2.3 ランニングコストに関する項目 

2.4 単純投資回収期間 

※数字は事業性評価シートの該当項目 No. 

 

 

１） 2.1 収⼊に関する項目 
収⼊に関する項目は次の項目となります。 

【再生可能エネルギー設備】 
（1）自家消費による収⼊相当額の算出 
（2）余剰分の電⼒・熱の販売による収⼊の算出 
（3）その他の収⼊の算出 

【省エネルギー設備】 
（4）省エネルギー設備導⼊によるエネルギー消費削減額の算出 

【再生可能エネルギー設備・省エネルギー設備共通】 

（5）単年度収⼊合計 

（6）導⼊設備の耐⽤年数（最大）期間における収⼊⾒込合計 

 

上記の収⼊に関する各項目の算出方法を、以下に掲載します。 

 

2.1（1）自家消費による収⼊相当額の算出 

1）エネルギー消費削減額の算出 

エネルギー消費削減額は、「導⼊前のエネルギー使⽤量」と「導⼊後のエネルギー使⽤量」

に対して、それぞれのエネルギー単価を乗じ、それらの差分（導⼊前のエネルギー消費額と

導⼊後のエネルギー消費額の差分）として算出されます。 

再生可能エネルギー設備導⼊前（従来システム）と導⼊後（新規システム）の年間使⽤量と

単価をエネルギー種別に⼊⼒します。導⼊前後で単価が変わらない場合は、同じ値を⼊⼒し

てください。エネルギー種別の単価は、年間のエネルギー使⽤量を年間のエネルギー料⾦で

除することで、簡易的に算出することも可能です。 

以上を⼊⼒すると、導⼊前、導⼊後のエネルギー消費額が算出され、その差額であるエネ

ルギー消費削減額が算出されます。 

各項目について、以下に掲載する手順に従って情報を⼊⼒します。 
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光熱⽔費を必要とする再生可能エネルギー設備を導⼊する場合（例︓地中熱利⽤設備のヒ

ートポンプ稼働のための商⽤電⼒を購⼊する場合等）は、エネルギー種別に導⼊後の列に⼊

⼒してください。 

再生可能エネルギー設備による発電量分を導⼊前の電⼒購⼊分とみなす場合は、導⼊前使

⽤量又は発電量の欄に、再生可能エネルギー設備による発電量を⼊⼒し、導⼊後は 0 とする

ことで、エネルギー消費削減額が算出されます。 

 
 

2）基本料⾦削減額の算出 

再生可能エネルギー設備導⼊により、基本料⾦の変動も含め収⼊相当額として算出する場

合に⼊⼒します。 

エネルギー種別に導⼊前と導⼊後の基本料⾦を⼊⼒すると、その差額が削減額として算出

されます。 

 
 

2.1（2）余剰分の電⼒・熱の販売による収⼊の算出 

「1.導⼊設備の概要」の 1.6 で算出された余剰電⼒、余剰熱がある場合に⼊⼒対象となりま

す。 

余剰電⼒、余剰熱がある場合は余剰分の販売量は自動的に⼊⼒されますので、⼊⼒されたエ

ネルギーのエネルギー販売単価を⼊⼒します。余剰エネルギー販売収⼊が自動計算されます。 
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2.1（3）その他の収⼊の算出 

導⼊設備の稼働により、その他の収⼊（例︓バイオマス発電・熱利⽤における消化液等）が

ある場合に⼊⼒します。 

収⼊項目を⼊⼒し、その販売量と販売単価を⼊⼒すると、その他の収⼊が自動計算されます。 

なお、販売量、販売単価の単位は設定されていませんので、収⼊項目と関連性の高い活動量

単位を⼊⼒してください。 

  
 

2.1（4）省エネルギー設備導⼊によるエネルギー消費削減額の算出 

再生可能エネルギー設備以外に省エネルギー設備を導⼊し、省エネルギー設備の消費削減額

も自家消費による収⼊相当額に算⼊する場合はこちらに⼊⼒します。 

省エネルギー設備導⼊による消費削減額は、「導⼊前のエネルギー使⽤量」と「導⼊後のエネ

ルギー使⽤量」に対して、それぞれのエネルギー単価を乗じ、それらの差分（導⼊前のエネル

ギー消費額と導⼊後のエネルギー消費額の差分）として算出されます。 

省エネルギー設備導⼊前（従来システム）と導⼊後（新規システム）の年間使⽤量と単価を

エネルギー種別に⼊⼒します。導⼊前後で単価が変わらない場合は、同じ値を⼊⼒してくださ

い。 

以上を⼊⼒すると、導⼊前、導⼊後のエネルギー消費額が算出され、その差額であるエネル

ギー消費削減額が算出されます。 

光熱⽔費を必要とする省エネルギー設備を導⼊する場合は、エネルギー種別に導⼊後の列に

⼊⼒してください。 

 
 

2.1（5）単年度収⼊合計 

2.1（1）〜2.1（4）の和（自家消費による収⼊相当額+余剰分の電⼒・熱の販売による収⼊

+その他の収⼊+省エネルギー設備導⼊によるエネルギー消費削減額）が単年度収⼊として自動

計算されます。 
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2.1（6）導⼊設備の耐⽤年数（最大）期間における収⼊⾒込合計 

2.1（5）で算出した単年度収⼊合計と、「1.導⼊設備の概要」で⼊⼒した法定耐⽤年数から、

事業期間における収⼊⾒込合計額を算出します。事業期間は補助事業で導⼊する設備の耐⽤年

数のうち、最も⻑い期間が採⽤され、自動計算されます。 

設備の経年劣化等による性能低下を考慮し、収⼊の減少を⾒込む場合には、収⼊⾒込低下率

を⼊⼒します。 

 
 

２） 2.2 イニシャルコストに関する項目 
まず、設備導⼊事業全体の総事業費を⼊⼒します。 

補助⾦を申請する場合は、補助対象設備や補助率を参照して、補助⾦所要額を⼊⼒します。

複数の補助事業を併⽤する場合には合計額を算出して⼊⼒します。 

総事業費のうち自己負担分は、総事業費から補助⾦所要額を差し引いた値で、自動計算によ

り算出されます。 

 
 

３） 2.3 ランニングコストに関する項目 
ランニングコストに関する⼊⼒欄は、次の八つの費⽤項目から構成されています。補助事業

で導⼊する設備の法定耐⽤年数のうち、最も⻑い期間を事業期間として、事業期間中に想定さ

れるコストを導⼊前と導⼊後について算出して⼊⼒します。 

 

※注意︓単年度の⾦額ではなく事業期間中の合計⾦額を⼊⼒します。 
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補足欄には、コスト算定の前提条件等（数量、単価、計算式等）や計上しない場合の理由等

を記載します。 

＜費⽤項目＞ 

・ メンテナンス費（保守点検費及び部品等の交換費） 
・ 光熱⽔費（光熱費） 
・ 光熱⽔費（⽔道費） 
・ 燃料調達費 
・ 撤去費 
・ 計測、モニタリング費 
・ 灰処理費 
・ その他費⽤＜任意＞ 
 

 
 

各費⽤の説明を、以下①~⑧に掲載します。 

 

①メンテナンス費（保守点検費及び部品等の交換費） 

メンテナンス費は、補助事業で導⼊した再生可能エネルギー設備を継続して運⽤するために、

設備を構成する装置、機器、部品などを運⽤可能な状態に維持し、また、それらの故障、停⽌

を防ぐ予防保全や発生時の事後保全で更新する部品等を交換する費⽤です。 

保守点検費及び部品等の交換費の合計をメンテナンス費の⼊⼒欄に⼊⼒します。なお、メン

テナンスを外部委託する場合は、当該欄に⼊⼒します。 

2.3　ランニングコストに関する項目
導⼊する再⽣可能エネルギー設備、蓄エネルギー設備のランニングコストを記⼊してください。計上しない場合はその理由を補⾜欄に記⼊してください。

導⼊前 導⼊後

千円／0年

2.1(1)に⼊⼒し
た光熱費 0 0

上記以外の費用
光熱費計 0 0

水道費 千円／0年

千円／0年

千円／0年

千円／0年

千円／0年

千円／0年

0 0 千円／0年

計測、モニタリング費

灰処理費

その他費用＜任意＞

燃料調達費

撤去費

光
熱
水
費

ランニングコストの項目

注︕事業期間（0年）の合計です

補⾜欄（数量、単価等の情報を記載）

千円／0年

⑰事業期間のランニ
ングコスト合計

メンテナンス費（保守
点検費及び部品等の
交換費）

単位数値

・再エネ設備導⼊に伴う既存設備の撤去費用ではありません。
・導⼊設備の事業終了時の想定撤去費用を⼊⼒してください。（耐⽤年
数経過後も利⽤する場合も既存のガイドライン等を参考に想定撤去費
⽤を⼊⼒してください。）事業終了後、撤去費が不要（例︓地中熱利用
設備の埋め殺し等）な場合は、その理由を記⼊してください。なお、補助対
象以外の設備など（基礎や建屋など）の撤去費は、補助対象設備の耐
⽤年数以降も継続して使⽤する場合は計上不要です。
・設備導⼊前後で撤去費は同程度と想定する場合、その旨を補足欄に記
⼊してください。

設備運用に必要な燃料調達費用を⼊⼒してください。
バイオマス発電、熱利用設備では、燃料を外部から購⼊する費⽤、原料
（材）を購⼊し燃料加⼯する費⽤などが挙げられます。

設備運用に必要な水道費を⼊⼒してください。
再⽣可能エネルギー設備における冷却のために⽔を購⼊して調達している
場合などが挙げられます。

設備運用に必要な光熱費を⼊⼒してください。
例えば、地中熱利用設備ではヒートポンプの稼働のための電⼒を商⽤電
⼒から調達している場合などが挙げられます。

・設備のメンテナンス（定期・法定点検）に係る人件費及び部品交換費を
⼊⼒してください。メンテナンスを外部委託する場合は、外部委託費を⼊⼒
してください。なお、部品交換費は、運用上支障のない水準を保つため、設
備を構成する装置、機器、部品などを修理及び更新する際に掛かるものと
しています。
・設備導⼊前後でランニングコストは同程度と想定する場合、その旨と補
足欄に記⼊してください。

設備運用で、その他の費用がある場合は⼊⼒してください。なお、税⾦は⼊
⼒不要です。

電
熱
コ



53 

②光熱⽔費（光熱費） 

光熱費は、補助事業で導⼊した再生可能エネルギー設備を運⽤する際に、設備を構成する装

置、機器、部品などを運⽤可能な状態に維持するため、外部から調達する商⽤電⼒、都市ガス、

LPG、灯油、A 重油などの購⼊費⽤です。例えば、地中熱利⽤設備において、ヒートポンプの稼

働のための電⼒を商⽤電⼒から調達している場合などが挙げられます。 

2.1（1）の自家消費による収⼊相当額の算出の際に⼊⼒している費⽤は自動⼊⼒されるので、

それ以外の費⽤を⼊⼒します。 

 

③光熱⽔費（⽔道費） 

⽔道費は、補助事業で導⼊した再生可能エネルギー設備を運⽤する際に、設備を構成する装

置、機器、部品などを運⽤可能な状態に維持するため、外部から⽔を調達する際に発生する費

⽤です。 

例えば、冷却設備に使⽤する⽔を購⼊している場合は、当該欄に⼊⼒します。 

 

④燃料調達費 

燃料調達費は、補助事業で導⼊した再生可能エネルギー設備を運⽤する際に、設備を構成す

る装置、機器、部品などを運⽤可能な状態に維持するため、外部から燃料（例︓木質バイオマ

ス等）を調達する際に発生する費⽤です。 

バイオマス発電設備を導⼊した場合、バイオマス燃料を外部から購⼊、又はバイオマス原料

（原木）を購⼊後、バイオマス燃料に加工する場合は、当該欄に⼊⼒します。なお、バイオマ

ス燃料に加工する場合は、燃料調達費に加工費も含め当該費⽤に計上してください。 

 

⑤撤去費 

撤去費は、補助事業で導⼊された再生可能エネルギー設備を、事業終了後に撤去し原状回復

する際の費⽤です。例えば、将来の撤去のために毎年積み上げている場合は、当該欄に⼊⼒し

ます。なお、地中熱利⽤設備のように事業終了後は設備を撤去せず残置する場合もあるため、

撤去費が不要な場合は、その理由を補足欄へ⼊⼒します。設備導⼊前（従来システム）の設備

の撤去費⽤は導⼊前の撤去費に⼊⼒してください。 

 

⑥計測、モニタリング費 

導⼊設備の効果的運⽤、異常の早期発⾒等のための計測、モニタリングの費⽤を⼊⼒します。 

 

⑦灰処理費 

バイオマス発電・熱利⽤の場合、焼却後に出る焼却灰の処理費を⼊⼒します。 
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⑧その他費⽤＜任意＞ 

補助事業で導⼊された再生可能エネルギー設備の運⽤で、その他費⽤が発生している場合は、

当該欄に⼊⼒します。任意⼊⼒となります。 

 

４） 2.4 単純投資回収期間 
「1.導⼊設備の概要」及び「2.採算性に関する項目」に⼊⼒されたイニシャルコスト、収⼊及

びランニングコストに係る集計数値が整理されて表示されます。（総事業費のうち自己負担分、

総事業費、事業期間のランニング収支、事業期間の収⼊⾒込合計、導⼊前後の事業期間ランニ

ングコスト合計の差、事業期間） 

こちらの数値から、次の式により単純投資期間が自動算出されます。 

 
 

イニシャルコストの考え方により 2 パターンの投資回収期間が算出されます。 

A1︓「総事業費のうち自己負担分（総事業費－補助⾦所要額）」ベースで計算した投資回収期間 

A2︓「総事業費」ベースで計算した投資回収期間 

 
 

５） 補足＜任意＞ 
補足したい事項がある場合の⼊⼒欄です。任意⼊⼒となります。 

 
 

  

単純投資回収期間 イニシャルコスト 単年度収支 
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事業性評価の結果の確認方法 

事業性評価シートの「⼊⼒または選択欄」の⼊⼒後、各項目のアウトプットが自動計算されま

す。「１．導⼊設備の概要」では、設備の法定耐⽤年数や年間設備利⽤率などが自動計算されます。

年間設備利⽤率や想定全負荷運転時間は、採算性に大きく影響するため、重要な指標の⼀つです。 

同様に採算性に大きく影響する「2.2 イニシャルコストに関する項目」については、導⼊する設

備の総事業費を⼀般的な資本費と比較しておくことが重要です。また、「2.3 ランニングコストに

関する項目」についても、⼀般的なランニングコストと比較しておくことが重要です。特に発電

設備の場合は、調達価格等算定委員会（経済産業省）で FIT を想定した資本費やランニングコス

ト等の情報が公表されているため、それらと比較することで、⼀般的なコストに収まっているか

把握すること可能です。 

実際の結果の確認方法については、4 章で紹介しています。 

 

なお、事業性評価シートではイニシャルコストを下記の 2 パターンで捉えて、それぞれの場合

の単純投資回収期間を算出する形式となっています。 

 

A1: 総事業費のうち自己負担分（総事業費－補助⾦所要額※）をイニシャルコストとする 
※複数の補助事業を併⽤する場合には、各補助事業の補助⾦所要額を合計して算出します。 

A2: 総事業費をイニシャルコストとする 

 

 
図 3.6 イニシャルコストの捉え方 

 

 

A1 

A2 
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4. 事業性評価シートの活⽤例 

本章では、3 章にて紹介した事業性評価シートの活⽤例を紹介します。紹介する再エネ設備は、

再エネ電気・熱事業にて申請数の多かった太陽光発電設備、バイオマス熱利⽤設備、地中熱利⽤

設備、及び発電と熱利⽤事業を組み合わせたコジェネレーションシステムを対象とし、それらの

再エネ設備を導⼊計画する際の事業性評価シートの活⽤例を示します。 

 

太陽光発電設備を導⼊する際の事業性評価シート活⽤例 

活⽤モデルの概要 

以下の太陽光発電事業の活⽤モデルについて、事業性評価シートの活⽤例を掲載しました。 

 
図 4.1 活⽤モデル１．太陽光発電 

（参考）例示した活⽤モデルの出⼒は、平成 31 年度の再エネ電気・熱事業の補助事業で申請のあった事業のう
ち、発電出⼒が中央値であった事業を参考に設定しています。 
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事業性評価シートの活⽤例 

 ⼊⼒例 

 

 
図 4.2 事業性評価シートの活⽤例（活⽤モデル 1．太陽光－１） 

POINT1︓年間設備利⽤率 
4-1-2（２） １）で解説 
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図 4.3 事業性評価シートの活⽤例（活⽤モデル 1．太陽光－２） 

（２）再⽣可能エネルギー熱利⽤、発電・熱利⽤（コジェネレーションシステム）設備による想定年間熱⽣産量の内訳
※熱⽣産量と需要の関係は右図参照

a　想定年間熱⽣産量合計 =a1＋a2
（kWh/年） 0 ⾃家消費量等合計 ＝a

（kWh/年） 0

2．採算性に関する項目

2.1　収⼊に関する項目
再⽣可能エネルギー設備を導⼊する場合は（１）〜（３）を記⼊してください。省エネルギー設備を導⼊する場合は（４）を記⼊してください。

【再⽣可能エネルギー設備】
（１）自家消費による収⼊相当額の算出

（参考）⾃家消費量 想定年間発電量のうち、⾃家消費する電⼒量 ＝「1.6(1)」のb+c 210,000 kWh/年
想定年間熱⽣産量のうち、⾃家消費する熱利用量 ＝「1.6(2)」のb+c 0 kWh/年

1）エネルギー消費削減額の算出

導⼊前使用量
⼜は発電量 導⼊後使用量 単位 導⼊前 導⼊後 単位 導⼊前 導⼊後

4,300,000 4,090,000 kWh/年 19.00 19.00 円/kWh 81,700 77,710 3,990
Nm3/年 円/Nm3 0 0 0
t/年 円/t 0 0 0
m3/年 円/m3 0 0 0
L/年 円/L 0 0 0
L/年 円/L 0 0 0
★/年 円/★ 0 0 0
★/年 円/★ 0 0 0

3,990 千円/年

2）基本料⾦削減額の算出
再⽣可能エネルギー設備導⼊により、基本料⾦の変動も含め収⼊相当額として算出する場合

導⼊前 導⼊後
（千円/年） （千円/年） （千円/年）

2,000 1,500 500 ⑧基本料⾦削減額合計
0 500 千円/年
0
0
0

4,490 千円/年
（２）余剰分の電⼒・熱の販売による収⼊の算出

余剰分の販売量
(＝「1.6」表のd)

エネルギー販売単
価

余剰エネルギー
販売収⼊

（kWh/年） （円/kWh） （千円/年）
160,000 10 1,600

0 0 ⑩余剰エネルギー販売収⼊合計
0 1,600 千円/年

（３）その他の収⼊の算出

その他の販売量 単位 販売単価 単位 その他の収⼊
（千円/年）

★/年 円/★ 0 ⑪その他の収⼊合計
★/年 円/★ 0 0 千円/年

【省エネルギー設備】
（４）省エネルギー設備導⼊によるエネルギー消費削減額の算出

導⼊前使用量 導⼊後使用量 単位 導⼊前 導⼊後 単位
kWh/年 円/kWh 0
Nm3/年 円/Nm3 0
t/年 円/t 0
m3/年 円/m3 0
L/年 円/L 0
L/年 円/L 0
★/年 円/★ 0
★/年 円/★ 0 0 千円/年

※商用電⼒とは、電⼒会社から
　供給される電⼒のことです。

エネルギー種別

商用電⼒※
都市ガス
LPG（重量ベース）

・需要から⾒た
　内訳

b　蓄熱設備を活用しない場合の⾃
家消費量
（kWh/年）

0 d　蓄熱設備を活用しても⾃家消費
できない余剰熱量　　＝a-b-c
（kWh/年）

年間使用量⼜は年間発電量 エネルギー単価

LPG（体積ベース）
灯油
A重油
その他１（　　　　　）
その他２（　　　　　）

灯油
A重油

商用電⼒
都市ガス
LPG
その他１（　　　　　）
その他２（　　　　　）

年間発電・熱⽣産量のうち
余剰分の内訳

余剰電⼒量

エネルギー消
費削減額

（千円/年）

0a2　再⽣可能エネルギー熱利用設備
における想定年間熱⽣産量（冷熱
⽣産含む）　　　　　　＝⑤
（kWh/年） 0

・熱⽣産量から⾒
　た内訳

a1　再⽣可能エネルギー発電・熱利
用設備による想定年間熱⽣産量
＝②
（kWh/年）

0

⑦エネルギー消費削減額合計

エネルギー消費額（千円/年）

c　蓄熱設備を活用して増大させた⾃
家消費量（ピークシフト量）　＝⑥
（kWh/年）

⑨自家消費による収⼊相当額
（⑦＋⑧）

その他の収⼊項目
（例︓消化液）

エネルギー種別

商用電⼒※
都市ガス
LPG（重量ベース）
LPG（体積ベース）

エネルギー消費削
減額

⑫省エネルギー設備導⼊による
エネルギー消費削減額合計

余剰熱量

基本料⾦

年間使用量

その他１（　　　　　）
その他２（　　　　　）
※商用電⼒とは、電⼒会社から
　供給される電⼒のことです。

基本料⾦削減額

エネルギー単価

余剰熱を売熱（相対取引など）する場合は、
表内bの⼊⼒欄に、表内aから余剰売熱量を差し
引いた数値を⼊⼒してください。

★には、販売する収⼊項目と関連性の⾼い活動量単位を⼊⼒してください。

無償で提供する場合は、エネルギー販売単価は０と⼊⼒してください。

エネルギー種別のエネルギー単価が導⼊前後で同じ場合は、同
じ値を⼊⼒してください。導⼊前後で異なる場合は、それぞれの
値を⼊⼒してください。

光熱⽔費を必要とする再⽣可能エネルギー設備を導⼊する場合は、エネ
ルギー種別に導⼊後の列に⼊⼒してください
（例︓地中熱利用設備のヒートポンプ稼働のための商用電⼒購⼊）。

熱

電
熱
コ

エネルギー種別のエネルギー単価が導⼊前後で同じ場合は、同じ値を⼊⼒してください。
導⼊前後で異なる場合は、それぞれの値を⼊⼒してください。

省エネ設備の導⼊前後について、エネルギー種別に
年間使用量を⼊⼒してください。

コ

想定
年間

熱⽣産量 d
c
b

a2

a1

熱⽣産量と需要の関係
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図 4.4 事業性評価シートの活⽤例（活⽤モデル 1．太陽光－３） 

  

（５）単年度収⼊合計

単年度収⼊合計　⑨＋⑩＋⑪＋⑫ 6,090 千円/年

（６）導⼊設備の耐⽤年数（最⼤）期間における収⼊⾒込合計

103,530 千円

　＝［(5)単年度収⼊合計］× 17 年　×　（１- 0.000% ）
[収⼊⾒込低下率]

2.2　イニシャルコストに関する項目
導⼊する再⽣可能エネルギー設備、蓄エネルギー設備、省エネルギー設備のイニシャルコストを記⼊してください。
複数の補助事業を利用する場合は、各事業の補助⾦所要額の合計を記⼊してください。

54,000,000 円

18,000,000 円

36,000,000 円

補助⾦の額（イメージ図）

2.3　ランニングコストに関する項目
導⼊する再⽣可能エネルギー設備、蓄エネルギー設備のランニングコストを記⼊してください。計上しない場合はその理由を補⾜欄に記⼊してください。

導⼊前 導⼊後

－ 8,755 千円／17年

2.1(1)に⼊⼒し
た光熱費 1,388,900 1,321,070

上記以外の費用 － 0
光熱費計 1,388,900 1,321,070

水道費 － 0 千円／17年

－ 0 千円／17年

－ 2,800 千円／17年

－ 1,020 千円／17年

－ 0 千円／17年

－ 0 千円／17年

0 12,575 千円／17年

2.4　単純投資回収期間

A1︓「総事業費のうち⾃⼰負担分」ベースで投資回収期間を計算した場合
年 ＝A1 総事業費のうち⾃⼰負担分 ÷［(b1事業期間の収⼊⾒込合計－b2導⼊前後の事業期間ランニングコスト合計の差）÷C事業期間］

A2︓「総事業費」ベースで投資回収期間を計算した場合
年 ＝A2 総事業費 ÷［(b1事業期間の収⼊⾒込合計－b2導⼊前後の事業期間ランニングコスト合計の差）÷C事業期間］

A1 A2 B C
総事業費

のうち自己負担分
総事業費 事業期間の

ランニング収支
b1
事業期間の収⼊⾒
込合計

b2
導⼊前後の事業期
間ランニングコスト合
計の差

事業期間

＝⑯ =⑮ ＝b1-b2 ＝⑬ ＝⑰導⼊前－⑰導⼊後 =⑭
（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （年）

36,000 54,000 90,955 103,530 12,575 17

補足（特記事項があれば記⼊してください。）　＜任意＞

計測、モニタリング費

灰処理費

その他費用＜任意＞

燃料調達費

撤去費

光
熱
水
費

ランニングコストの項目

発⽣しない

補助⾦所要額

⑯総事業費のうち自己負担分

上記ランニングコストの内、部品交換(年間パネル1枚)については、パネルが年間1枚割れると想定したものであるが、偶発故障が起こらない限りは基本的には発⽣しない費用である。
撤去費については耐用年数を17年と想定しているため費用の記載は⾏っているものの、⼗分な性能を確保できている状態であれば、継続して利用する。

⑭事業期間
＝[導⼊する設備の耐用年数]

⑬事業期間の収⼊⾒込合計

注︕事業期間（17年）の合計です

7

10

補⾜欄（数量、単価等の情報を記載）

千円／17年

使用しない

⑰事業期間のランニ
ングコスト合計

メンテナンス費（保守
点検費及び部品等の
交換費）

単位数値

25,000円(太陽光モジュール×1枚)
50,000円(揚重費）
40,000円(労務費×2人工)
400,000円(メンテナンス外部委託費)

使用しない

使用しない

2,800,000円（撤去処分・運搬費一式）
事業費の5%を撤去費として想定
発電設備としての機能を有しない場合に撤去

計測監視装置のクラウドサーバー費用
60,000円/年

発⽣しない

⑮総事業費
（補助対象外経費を含んだ⾦額）

事業性評価シートでは、導⼊する設備の耐用年数のうち、最も⻑い期間を採用しています。

・再エネ設備導⼊に伴う既存設備の撤去費用ではありません。
・導⼊設備の事業終了時の想定撤去費用を⼊⼒してください。（耐⽤年
数経過後も利⽤する場合も既存のガイドライン等を参考に想定撤去費
⽤を⼊⼒してください。）事業終了後、撤去費が不要（例︓地中熱利用
設備の埋め殺し等）な場合は、その理由を記⼊してください。なお、補助対
象以外の設備など（基礎や建屋など）の撤去費は、補助対象設備の耐
⽤年数以降も継続して使⽤する場合は計上不要です。
・設備導⼊前後で撤去費は同程度と想定する場合、その旨を補足欄に記
⼊してください。

設備運用に必要な燃料調達費用を⼊⼒してください。
バイオマス発電、熱利用設備では、燃料を外部から購⼊する費⽤、原料
（材）を購⼊し燃料加⼯する費⽤などが挙げられます。

設備運用に必要な水道費を⼊⼒してください。
再⽣可能エネルギー設備における冷却のために⽔を購⼊して調達している
場合などが挙げられます。

設備運用に必要な光熱費を⼊⼒してください。
例えば、地中熱利用設備ではヒートポンプの稼働のための電⼒を商⽤電
⼒から調達している場合などが挙げられます。

・設備のメンテナンス（定期・法定点検）に係る人件費及び部品交換費を
⼊⼒してください。メンテナンスを外部委託する場合は、外部委託費を⼊⼒
してください。なお、部品交換費は、運用上支障のない水準を保つため、設
備を構成する装置、機器、部品などを修理及び更新する際に掛かるものと
しています。
・設備導⼊前後でランニングコストは同程度と想定する場合、その旨と補
足欄に記⼊してください。

設備運用で、その他の費用がある場合は⼊⼒してください。なお、税⾦は⼊
⼒不要です。

総事業費
補助⾦
所要額

総事業費のうち
⾃⼰負担分

補助率
考慮

電
熱
コ

電
熱
コ

設備の経年劣化等による性能低下を考慮し、
収⼊⾒込の低下率を設定する場合は⼊⼒してください。

POINT２︓資本費 
4-1-2（２） ２）で解説 

POINT３︓ランニングコスト 
4-1-2（２） ３）で解説 
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 ⼊⼒のポイント 

１） 年間設備利⽤率の確認 
年間設備利⽤率（出⼒と想定年間発電量を⼊⼒することで算出される）について、経済産業

省の委員会資料等を確認して、値が妥当であるかどうか確認します。 

また、日射量については地域格差があり、それに伴い、発電量も地域別で異なることを認識

しておく必要があります。 

表 4.1 年間設備利⽤率の比較 

活⽤モデル例の年間設備利⽤率 
⽂献値の年間設備利⽤率の平均値 
事業⽤太陽光 
250kW 以上 設置年 2019 年 

16.0% 17.2% 
出典︓経済産業省ウェブサイト（2021）「調達価格等算定委員会 令和 3 年度以降の調達価格等に関す

る意⾒」＜https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/20210127̲report.html＞ 
（参考）調達価格等算定委員会資料（経済産業省）（太陽光発電、風⼒発電、バイオマス発電、⽔⼒発

電、地熱発電の年間設備利⽤率が整理されている） 
 

 
図 4.5 ⼊⼒のポイント（年間設備利⽤率） 

 

表 4.2 事業⽤太陽光の設置年別の設備利⽤率 

 
出典︓経済産業省ウェブサイト（2021）「調達価格等算定委員会 令和 3 年度以降の調達価格等に関す

る意⾒」p.28＜https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/20210127̲report.html＞ 
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表 4.3 都道府県別の太陽光発電量実績の違い 

 

出典︓環境省大臣官房環境経済課（2019.3）「地域における再生可能エネルギー事業の事業性評価等に関する手
引き（⾦融機関向け）Ver4.1〜太陽光発電事業編〜」p.31 

＜http://www.env.go.jp/policy/%EF%BC%88%E5%A4%AA%E9%99%BD%E5%85%89%EF%BC 
%89ver4.1̲%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%89%88.pdf＞ 
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２） 資本費の確認 
資本費（出⼒当たりの事業費（工事費＋設備費））について、経済産業省の委員会資料等を確

認して、値が妥当であるかどうか確認します。 

表 4.4 資本費の比較 

設備の種類 
活⽤モデル例 ⽂献値 

事業費 出⼒ 
(蓄電容量） 

資本費 システム費⽤平均値（太陽光） 
システム価格平均値（蓄電池） 

太陽光 
発電設備 

4,800 万円 250kW 19.2 万円/kW 
20.4 万円/kW 

事業⽤太陽光 250kW〜500kW 
設置年 2020 年 

蓄電池 600 万円 30kWh 20 万円/kWh 19.5 万円/kWh 
注︓蓄電池の⽂献値は 2019 年度 VPP 実証補助⾦で導⼊された業務・産業⽤蓄電システムのシステム価格の平均値 

経済産業省資料で示されているシステム費⽤（太陽光発電設備）は出⼒当たりの事業費（工事費＋設備費）
であるため資本費と同等の値として比較できますが、システム価格（蓄電池）については出⼒当たりの設備
費であるため資本費と比較する際は注意が必要。 

出典︓経済産業省ウェブサイト（2021）「調達価格等算定委員会 令和 3 年度以降の調達価格等に関する意⾒」
＜https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/20210127̲report.html＞ 
経済産業省ウェブサイト「資料 5 蓄電システムをめぐる現状認識」（2020 年 11 月 19 日 定置⽤蓄電
システム普及拡大検討会（第 1 回）） 
＜https://www.meti.go.jp/shingikai/energy̲environment/storage̲system/001.html＞ 

（参考）調達価格等算定委員会資料（経済産業省）（太陽光発電、風⼒発電、バイオマス発電、⽔⼒発電、地
熱発電の年間設備利⽤率が整理されている。） 

 

 
図 4.6 ⼊⼒のポイント（資本費） 

 

54,000,000 円

18,000,000 円

36,000,000 円

⑮総事業費
（補助対象外経費を含んだ⾦額）

補助⾦所要額

⑯総事業費のうち自己負担分
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図 4.7 事業⽤太陽光のシステム費⽤平均値の推移 

出典︓経済産業省ウェブサイト（2021）「調達価格等算定委員会 令和 3 年度以降の調達価格等に関す
る意⾒」p.24＜https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/20210127̲report.html＞ 

 

 
図 4.8 業務・産業⽤蓄電システムのコスト⽔準（システム価格） 

出典︓経済産業省ウェブサイト「資料 5 蓄電システムをめぐる現状認識」p.36（2020 年 11 月 19 日 定置⽤
蓄電システム普及拡大検討会（第 1 回）） 
＜https://www.meti.go.jp/shingikai/energy̲environment/storage̲system/001.html＞ 
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３） ランニングコストの確認 
ランニングコストについて、経済産業省の委員会資料等を確認して値が妥当であるかどうか

確認します。確認の際はエキスパートジャッジ（再生可能エネルギーの関連団体等）を検討し

ます。 

 

表 4.5 運転維持費の比較 

活⽤モデル例 
⽂献値（250-500kW 未満の事業⽤太陽光） 

2020 年１月から 2020 年９月のデータ 
ランニングコスト 運転維持費平均値 運転維持費中央値 

0.30 万円/kW/年 0.49 万円/kW/年 0.39 万円/kW/年 
注︓活⽤モデル例の値は⼩数点第 3 位を四捨五⼊したもの 
出典︓経済産業省ウェブサイト（2021）「調達価格等算定委員会 令和 3 年度以降の調達価格等に関する意

⾒」＜https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/20210127̲report.html＞ 
（参考）調達価格等算定委員会資料（経済産業省）（太陽光発電、風⼒発電、バイオマス発電、⽔⼒発

電、地熱発電の運転維持費が整理されている。） 
 

表 4.6 事業⽤太陽光の運転維持費 

 
出典︓経済産業省ウェブサイト（2021）「調達価格等算定委員会 令和 3 年度以降の調達価格等に関する意⾒」

p.27＜https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/20210127̲report.html＞ 
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図 4.9 ⼊⼒のポイント（ランニングコスト）  

2.3　ランニングコストに関する項目
導⼊する再⽣可能エネルギー設備、蓄エネルギー設備のランニングコストを記⼊してください。計上しない場合はその理由を補⾜欄に記⼊してください。

導⼊前 導⼊後

－ 8,755 千円／17年

2.1(1)に⼊⼒し
た光熱費 1,388,900 1,321,070

上記以外の費用 － 0
光熱費計 1,388,900 1,321,070

水道費 － 0 千円／17年

－ 0 千円／17年

－ 2,800 千円／17年

－ 1,020 千円／17年

－ 0 千円／17年

－ 0 千円／17年

0 12,575 千円／17年

計測、モニタリング費

灰処理費

その他費用＜任意＞

燃料調達費

撤去費

光
熱
水
費

ランニングコストの項目

発⽣しない

注︕事業期間（17年）の合計です

補⾜欄（数量、単価等の情報を記載）

千円／17年

使用しない

⑰事業期間のランニ
ングコスト合計

メンテナンス費（保守
点検費及び部品等の
交換費）

単位数値

25,000円(太陽光モジュール×1枚)
50,000円(揚重費）
40,000円(労務費×2人工)
400,000円(メンテナンス外部委託費)

使用しない

使用しない

2,800,000円（撤去処分・運搬費一式）
事業費の5%を撤去費として想定
発電設備としての機能を有しない場合に撤去

計測監視装置のクラウドサーバー費用
60,000円/年

発⽣しない

・再エネ設
・導⼊設備
数経過後
⽤を⼊⼒
設備の埋
象以外の
⽤年数以
・設備導⼊
⼊してくだ

設備運用
バイオマス
（材）を

設備運用
再⽣可能
場合などが

設備運用
例えば、地
⼒から調

・設備のメ
⼊⼒してく
してください
備を構成
しています
・設備導⼊
足欄に記

設備運用
⼒不要で
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バイオマス熱利⽤設備を導⼊する際の事業性評価シート活⽤例 

活⽤モデルの概要 

以下のバイオマス熱利⽤事業の活⽤モデルについて、事業性評価シートの活⽤例を掲載しまし

た。 

 
図 4.10 活⽤モデル２．バイオマス熱利⽤ 

（参考）例示した活⽤モデルの出⼒は、平成 31 年度の再エネ電気・熱事業の補助事業で申請のあった事業のう
ち、出⼒が中央値であった事業を参考に設定しています。 
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事業性評価シートの活⽤例 

 ⼊⼒例 

 

 
図 4.11 事業性評価シートの活⽤例（活⽤モデル２．バイオマス熱利⽤－１） 
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図 4.12 事業性評価シートの活⽤例（活⽤モデル２．バイオマス熱利⽤－２） 

（２）再⽣可能エネルギー熱利⽤、発電・熱利⽤（コジェネレーションシステム）設備による想定年間熱⽣産量の内訳
※熱⽣産量と需要の関係は右図参照

a　想定年間熱⽣産量合計 =a1＋a2
（kWh/年） 1,500,000 ⾃家消費量等合計 ＝a

（kWh/年） 1,500,000

2．採算性に関する項目

2.1　収⼊に関する項目
再⽣可能エネルギー設備を導⼊する場合は（１）〜（３）を記⼊してください。省エネルギー設備を導⼊する場合は（４）を記⼊してください。

【再⽣可能エネルギー設備】
（１）自家消費による収⼊相当額の算出

（参考）⾃家消費量 想定年間発電量のうち、⾃家消費する電⼒量 ＝「1.6(1)」のb+c 0 kWh/年
想定年間熱⽣産量のうち、⾃家消費する熱利用量 ＝「1.6(2)」のb+c 1,350,000 kWh/年

1）エネルギー消費削減額の算出

導⼊前使用量
⼜は発電量 導⼊後使用量 単位 導⼊前 導⼊後 単位 導⼊前 導⼊後

kWh/年 円/kWh 0 0 0
Nm3/年 円/Nm3 0 0 0
t/年 円/t 0 0 0
m3/年 円/m3 0 0 0

170,000 7,000 L/年 70.00 70.00 円/L 11,900 490 11,410
L/年 円/L 0 0 0
★/年 円/★ 0 0 0
★/年 円/★ 0 0 0

11,410 千円/年

2）基本料⾦削減額の算出
再⽣可能エネルギー設備導⼊により、基本料⾦の変動も含め収⼊相当額として算出する場合

導⼊前 導⼊後
（千円/年） （千円/年） （千円/年）

0 ⑧基本料⾦削減額合計
0 0 千円/年
0
0
0

11,410 千円/年
（２）余剰分の電⼒・熱の販売による収⼊の算出

余剰分の販売量
(＝「1.6」表のd)

エネルギー販売単
価

余剰エネルギー
販売収⼊

（kWh/年） （円/kWh） （千円/年）
0 0

150,000 14 2,100 ⑩余剰エネルギー販売収⼊合計
0 2,100 千円/年

（３）その他の収⼊の算出

その他の販売量 単位 販売単価 単位 その他の収⼊
（千円/年）

★/年 円/★ 0 ⑪その他の収⼊合計
★/年 円/★ 0 0 千円/年

【省エネルギー設備】
（４）省エネルギー設備導⼊によるエネルギー消費削減額の算出

導⼊前使用量 導⼊後使用量 単位 導⼊前 導⼊後 単位
kWh/年 円/kWh 0
Nm3/年 円/Nm3 0
t/年 円/t 0
m3/年 円/m3 0
L/年 円/L 0
L/年 円/L 0
★/年 円/★ 0
★/年 円/★ 0 0 千円/年

基本料⾦

年間使用量

その他１（　　　　　）
その他２（　　　　　）
※商用電⼒とは、電⼒会社から
　供給される電⼒のことです。

基本料⾦削減額

エネルギー単価

⑨自家消費による収⼊相当額
（⑦＋⑧）

その他の収⼊項目
（例︓消化液）

エネルギー種別

商用電⼒※
都市ガス
LPG（重量ベース）
LPG（体積ベース）

エネルギー消費削
減額

⑫省エネルギー設備導⼊による
エネルギー消費削減額合計

余剰熱量

⑦エネルギー消費削減額合計

エネルギー消費額（千円/年）

1,300,000

c　蓄熱設備を活用して増大させた⾃
家消費量（ピークシフト量）　＝⑥
（kWh/年）

エネルギー消
費削減額

（千円/年）

50,000a2　再⽣可能エネルギー熱利用設備
における想定年間熱⽣産量（冷熱
⽣産含む）　　　　　　＝⑤
（kWh/年） 150,000

・熱⽣産量から⾒
　た内訳

a1　再⽣可能エネルギー発電・熱利
用設備による想定年間熱⽣産量
＝②
（kWh/年）

0

灯油
A重油
その他１（　　　　　）
その他２（　　　　　）

灯油
A重油

商用電⼒
都市ガス
LPG
その他１（　　　　　）
その他２（　　　　　）

年間発電・熱⽣産量のうち
余剰分の内訳

余剰電⼒量

※商用電⼒とは、電⼒会社から
　供給される電⼒のことです。

エネルギー種別

商用電⼒※
都市ガス
LPG（重量ベース）

・需要から⾒た
　内訳

b　蓄熱設備を活用しない場合の⾃
家消費量
（kWh/年）

1,500,000 d　蓄熱設備を活用しても⾃家消費
できない余剰熱量　　＝a-b-c
（kWh/年）

年間使用量⼜は年間発電量 エネルギー単価

LPG（体積ベース）

余剰熱を売熱（相対取引など）する場合は、
表内bの⼊⼒欄に、表内aから余剰売熱量を差し
引いた数値を⼊⼒してください。

★には、販売する収⼊項目と関連性の⾼い活動量単位を⼊⼒してください。

無償で提供する場合は、エネルギー販売単価は０と⼊⼒してください。

エネルギー種別のエネルギー単価が導⼊前後で同じ場合は、同
じ値を⼊⼒してください。導⼊前後で異なる場合は、それぞれの
値を⼊⼒してください。

光熱⽔費を必要とする再⽣可能エネルギー設備を導⼊する場合は、エネ
ルギー種別に導⼊後の列に⼊⼒してください
（例︓地中熱利用設備のヒートポンプ稼働のための商用電⼒購⼊）。

熱

電
熱
コ

エネルギー種別のエネルギー単価が導⼊前後で同じ場合は、同じ値を⼊⼒してください。
導⼊前後で異なる場合は、それぞれの値を⼊⼒してください。

省エネ設備の導⼊前後について、エネルギー種別に
年間使用量を⼊⼒してください。

コ

想定
年間

熱⽣産量 d
c
b

a2

a1

熱⽣産量と需要の関係
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図 4.13 事業性評価シートの活⽤例（活⽤モデル２．バイオマス熱利⽤－３） 

（５）単年度収⼊合計

単年度収⼊合計　⑨＋⑩＋⑪＋⑫ 13,510 千円/年

（６）導⼊設備の耐⽤年数（最⼤）期間における収⼊⾒込合計

202,650 千円

　＝［(5)単年度収⼊合計］× 15 年　×　（１- 0.000% ）
[収⼊⾒込低下率]

2.2　イニシャルコストに関する項目
導⼊する再⽣可能エネルギー設備、蓄エネルギー設備、省エネルギー設備のイニシャルコストを記⼊してください。
複数の補助事業を利用する場合は、各事業の補助⾦所要額の合計を記⼊してください。

75,000,000 円

50,000,000 円

25,000,000 円

補助⾦の額（イメージ図）

2.3　ランニングコストに関する項目
導⼊する再⽣可能エネルギー設備、蓄エネルギー設備のランニングコストを記⼊してください。計上しない場合はその理由を補⾜欄に記⼊してください。

導⼊前 導⼊後

12,000 15,000 千円／15年

2.1(1)に⼊⼒し
た光熱費 178,500 7,350

上記以外の費用 4,000 6,750
光熱費計 182,500 14,100

水道費 0 150 千円／15年

0 90,000 千円／15年

2,000 2,000 千円／15年

0 3,000 千円／15年

ー 1,050 千円／15年

0 5,625 千円／15年

18,000 123,575 千円／15年

2.4　単純投資回収期間

A1︓「総事業費のうち⾃⼰負担分」ベースで投資回収期間を計算した場合
年 ＝A1 総事業費のうち⾃⼰負担分 ÷［(b1事業期間の収⼊⾒込合計－b2導⼊前後の事業期間ランニングコスト合計の差）÷C事業期間］

A2︓「総事業費」ベースで投資回収期間を計算した場合
年 ＝A2 総事業費 ÷［(b1事業期間の収⼊⾒込合計－b2導⼊前後の事業期間ランニングコスト合計の差）÷C事業期間］

A1 A2 B C
総事業費

のうち自己負担分
総事業費 事業期間の

ランニング収支
b1
事業期間の収⼊⾒
込合計

b2
導⼊前後の事業期
間ランニングコスト合
計の差

事業期間

＝⑯ =⑮ ＝b1-b2 ＝⑬ ＝⑰導⼊前－⑰導⼊後 =⑭
（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （年）

25,000 75,000 97,075 202,650 105,575 15

補足（特記事項があれば記⼊してください。）　＜任意＞

計測、モニタリング費

灰処理費

その他費用＜任意＞

燃料調達費

撤去費

光
熱
水
費

ランニングコストの項目

保険料375千円（総事業費の0.5%)×15年=5,625
千円

補助⾦所要額

⑯総事業費のうち自己負担分

⑭事業期間
＝[導⼊する設備の耐用年数]

⑬事業期間の収⼊⾒込合計

注︕事業期間（15年）の合計です

4

12

補⾜欄（数量、単価等の情報を記載）

千円／15年

ボイラー電⼒消費1kW/全稼働1時間×5,000時間＋ポ
ンプ動⼒他2kW/全稼働１時間×5,000時間＝
15,000kWh/年。30円/kWhとして計算.

⑰事業期間のランニ
ングコスト合計

メンテナンス費（保守
点検費及び部品等の
交換費）

単位数値

定期メンテナンス1.5回/年×300千円×15年＝6,750
千円。遠隔監視サポート200千円×15年＝3,000千
円。消耗品交換費並びに部品費5,250千円/15年。

補給水代。

チップ購⼊量（500t/年×12,000円/t×15年＝
90,000千円)。

メーカーによる概算。

排ガス測定等。

灰処理費70千円×15年=1,050千円

⑮総事業費
（補助対象外経費を含んだ⾦額）

事業性評価シートでは、導⼊する設備の耐用年数のうち、最も⻑い期間を採用しています。

・再エネ設備導⼊に伴う既存設備の撤去費用ではありません。
・導⼊設備の事業終了時の想定撤去費用を⼊⼒してください。（耐⽤年
数経過後も利⽤する場合も既存のガイドライン等を参考に想定撤去費
⽤を⼊⼒してください。）事業終了後、撤去費が不要（例︓地中熱利用
設備の埋め殺し等）な場合は、その理由を記⼊してください。なお、補助対
象以外の設備など（基礎や建屋など）の撤去費は、補助対象設備の耐
⽤年数以降も継続して使⽤する場合は計上不要です。
・設備導⼊前後で撤去費は同程度と想定する場合、その旨を補足欄に記
⼊してください。

設備運用に必要な燃料調達費用を⼊⼒してください。
バイオマス発電、熱利用設備では、燃料を外部から購⼊する費⽤、原料
（材）を購⼊し燃料加⼯する費⽤などが挙げられます。

設備運用に必要な水道費を⼊⼒してください。
再⽣可能エネルギー設備における冷却のために⽔を購⼊して調達している
場合などが挙げられます。

設備運用に必要な光熱費を⼊⼒してください。
例えば、地中熱利用設備ではヒートポンプの稼働のための電⼒を商⽤電
⼒から調達している場合などが挙げられます。

・設備のメンテナンス（定期・法定点検）に係る人件費及び部品交換費を
⼊⼒してください。メンテナンスを外部委託する場合は、外部委託費を⼊⼒
してください。なお、部品交換費は、運用上支障のない水準を保つため、設
備を構成する装置、機器、部品などを修理及び更新する際に掛かるものと
しています。
・設備導⼊前後でランニングコストは同程度と想定する場合、その旨と補
足欄に記⼊してください。

設備運用で、その他の費用がある場合は⼊⼒してください。なお、税⾦は⼊
⼒不要です。

総事業費
補助⾦
所要額

総事業費のうち
⾃⼰負担分

補助率
考慮

電
熱
コ

電
熱
コ

設備の経年劣化等による性能低下を考慮し、
収⼊⾒込の低下率を設定する場合は⼊⼒してください。

POINT１︓ランニングコスト 
4-２-2（２） １）で解説 
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 ⼊⼒のポイント 

１） ランニングコストの確認 
ランニングコストについて、⼊⼒値の評価ができる体制を構築します。評価の方法としては

エキスパートジャッジ（再生可能エネルギーの関連団体等）を検討します。 

 

 
図 4.14 ⼊⼒のポイント（ランニングコスト） 

  

2.3　ランニングコストに関する項目
導⼊する再⽣可能エネルギー設備、蓄エネルギー設備のランニングコストを記⼊してください。計上しない場合はその理由を補⾜欄に記⼊してください。

導⼊前 導⼊後

12,000 15,000 千円／15年

2.1(1)に⼊⼒し
た光熱費 178,500 7,350

上記以外の費用 4,000 6,750
光熱費計 182,500 14,100

水道費 0 150 千円／15年

0 90,000 千円／15年

2,000 2,000 千円／15年

0 3,000 千円／15年

ー 1,050 千円／15年

0 5,625 千円／15年

18,000 123,575 千円／15年

計測、モニタリング費

灰処理費

その他費用＜任意＞

燃料調達費

撤去費

光
熱
水
費

ランニングコストの項目

保険料375千円（総事業費の0.5%)×15年=5,625
千円

注︕事業期間（15年）の合計です

補⾜欄（数量、単価等の情報を記載）

千円／15年

ボイラー電⼒消費1kW/全稼働1時間×5,000時間＋ポ
ンプ動⼒他2kW/全稼働１時間×5,000時間＝
15,000kWh/年。30円/kWhとして計算.

⑰事業期間のランニ
ングコスト合計

メンテナンス費（保守
点検費及び部品等の
交換費）

単位数値

定期メンテナンス1.5回/年×300千円×15年＝6,750
千円。遠隔監視サポート200千円×15年＝3,000千
円。消耗品交換費並びに部品費5,250千円/15年。

補給水代。

チップ購⼊量（500t/年×12,000円/t×15年＝
90,000千円)。

メーカーによる概算。

排ガス測定等。

灰処理費70千円×15年=1,050千円

・再エネ
・導⼊設
数経過
⽤を⼊⼒
設備の埋
象以外
⽤年数
・設備導
⼊してく

設備運
バイオマ
（材）

設備運
再⽣可
場合など

設備運
例えば、
⼒から調

・設備の
⼊⼒して
してくださ
備を構成
していま
・設備導
足欄に記

設備運
⼒不要
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地中熱利⽤設備を導⼊する際の事業性評価シート活⽤例 

活⽤モデルの概要 

以下の地中熱利⽤事業の活⽤モデルについて、事業性評価シートの活⽤例を掲載しました。 

 
図 4.15 活⽤モデル 3．地中熱利⽤ 

（参考）例示した活⽤モデルの出⼒は、平成 31 年度の再エネ電気・熱事業の補助事業で申請のあった事業のう
ち、出⼒が中央値であった事業を参考に設定しています。 
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事業性評価シートの活⽤例 

 ⼊⼒例 

 

 
図 4.16 事業性評価シートの活⽤例（活⽤モデル３．地中熱利⽤－１） 
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図 4.17 事業性評価シートの活⽤例（活⽤モデル３．地中熱利⽤－２） 

（２）再⽣可能エネルギー熱利⽤、発電・熱利⽤（コジェネレーションシステム）設備による想定年間熱⽣産量の内訳
※熱⽣産量と需要の関係は右図参照

a　想定年間熱⽣産量合計 =a1＋a2
（kWh/年） 185,000 ⾃家消費量等合計 ＝a

（kWh/年） 185,000

2．採算性に関する項目

2.1　収⼊に関する項目
再⽣可能エネルギー設備を導⼊する場合は（１）〜（３）を記⼊してください。省エネルギー設備を導⼊する場合は（４）を記⼊してください。

【再⽣可能エネルギー設備】
（１）自家消費による収⼊相当額の算出

（参考）⾃家消費量 想定年間発電量のうち、⾃家消費する電⼒量 ＝「1.6(1)」のb+c 0 kWh/年
想定年間熱⽣産量のうち、⾃家消費する熱利用量 ＝「1.6(2)」のb+c 185,000 kWh/年

1）エネルギー消費削減額の算出

導⼊前使用量
⼜は発電量 導⼊後使用量 単位 導⼊前 導⼊後 単位 導⼊前 導⼊後

25,000 kWh/年 15.00 円/kWh 0 375 -375 
Nm3/年 円/Nm3 0 0 0
t/年 円/t 0 0 0
m3/年 円/m3 0 0 0

19,000 L/年 80.00 円/L 1,520 0 1,520
L/年 円/L 0 0 0
★/年 円/★ 0 0 0
★/年 円/★ 0 0 0

1,145 千円/年

2）基本料⾦削減額の算出
再⽣可能エネルギー設備導⼊により、基本料⾦の変動も含め収⼊相当額として算出する場合

導⼊前 導⼊後
（千円/年） （千円/年） （千円/年）

0 ⑧基本料⾦削減額合計
0 0 千円/年
0
0
0

1,145 千円/年
（２）余剰分の電⼒・熱の販売による収⼊の算出

余剰分の販売量
(＝「1.6」表のd)

エネルギー販売単
価

余剰エネルギー
販売収⼊

（kWh/年） （円/kWh） （千円/年）
0 0
0 0 ⑩余剰エネルギー販売収⼊合計

0 0 千円/年

（３）その他の収⼊の算出

その他の販売量 単位 販売単価 単位 その他の収⼊
（千円/年）

★/年 円/★ 0 ⑪その他の収⼊合計
★/年 円/★ 0 0 千円/年

【省エネルギー設備】
（４）省エネルギー設備導⼊によるエネルギー消費削減額の算出

導⼊前使用量 導⼊後使用量 単位 導⼊前 導⼊後 単位
kWh/年 円/kWh 0
Nm3/年 円/Nm3 0
t/年 円/t 0
m3/年 円/m3 0
L/年 円/L 0
L/年 円/L 0
★/年 円/★ 0
★/年 円/★ 0 0 千円/年

※商用電⼒とは、電⼒会社から
　供給される電⼒のことです。

エネルギー種別

商用電⼒※
都市ガス
LPG（重量ベース）

・需要から⾒た
　内訳

b　蓄熱設備を活用しない場合の⾃
家消費量
（kWh/年）

185,000 d　蓄熱設備を活用しても⾃家消費
できない余剰熱量　　＝a-b-c
（kWh/年）

年間使用量⼜は年間発電量 エネルギー単価

LPG（体積ベース）
灯油
A重油
その他１（　　　　　）
その他２（　　　　　）

灯油
A重油

商用電⼒
都市ガス
LPG
その他１（　　　　　）
その他２（　　　　　）

年間発電・熱⽣産量のうち
余剰分の内訳

余剰電⼒量

エネルギー消
費削減額

（千円/年）

0a2　再⽣可能エネルギー熱利用設備
における想定年間熱⽣産量（冷熱
⽣産含む）　　　　　　＝⑤
（kWh/年） 0

・熱⽣産量から⾒
　た内訳

a1　再⽣可能エネルギー発電・熱利
用設備による想定年間熱⽣産量
＝②
（kWh/年）

0

⑦エネルギー消費削減額合計

エネルギー消費額（千円/年）

185,000

c　蓄熱設備を活用して増大させた⾃
家消費量（ピークシフト量）　＝⑥
（kWh/年）

⑨自家消費による収⼊相当額
（⑦＋⑧）

その他の収⼊項目
（例︓消化液）

エネルギー種別

商用電⼒※
都市ガス
LPG（重量ベース）
LPG（体積ベース）

エネルギー消費削
減額

⑫省エネルギー設備導⼊による
エネルギー消費削減額合計

余剰熱量

基本料⾦

年間使用量

その他１（　　　　　）
その他２（　　　　　）
※商用電⼒とは、電⼒会社から
　供給される電⼒のことです。

基本料⾦削減額

エネルギー単価

余剰熱を売熱（相対取引など）する場合は、
表内bの⼊⼒欄に、表内aから余剰売熱量を差し
引いた数値を⼊⼒してください。

★には、販売する収⼊項目と関連性の⾼い活動量単位を⼊⼒してください。

無償で提供する場合は、エネルギー販売単価は０と⼊⼒してください。

エネルギー種別のエネルギー単価が導⼊前後で同じ場合は、同
じ値を⼊⼒してください。導⼊前後で異なる場合は、それぞれの
値を⼊⼒してください。

光熱⽔費を必要とする再⽣可能エネルギー設備を導⼊する場合は、エネ
ルギー種別に導⼊後の列に⼊⼒してください
（例︓地中熱利用設備のヒートポンプ稼働のための商用電⼒購⼊）。

熱

電
熱
コ

エネルギー種別のエネルギー単価が導⼊前後で同じ場合は、同じ値を⼊⼒してください。
導⼊前後で異なる場合は、それぞれの値を⼊⼒してください。

省エネ設備の導⼊前後について、エネルギー種別に
年間使用量を⼊⼒してください。

コ

想定
年間

熱⽣産量 d
c
b

a2

a1

熱⽣産量と需要の関係
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図 4.18 事業性評価シートの活⽤例（活⽤モデル３．地中熱利⽤－３） 

  

（５）単年度収⼊合計

単年度収⼊合計　⑨＋⑩＋⑪＋⑫ 1,145 千円/年

（６）導⼊設備の耐⽤年数（最⼤）期間における収⼊⾒込合計

17,175 千円

　＝［(5)単年度収⼊合計］× 15 年　×　（１- 0.000% ）
[収⼊⾒込低下率]

2.2　イニシャルコストに関する項目
導⼊する再⽣可能エネルギー設備、蓄エネルギー設備、省エネルギー設備のイニシャルコストを記⼊してください。
複数の補助事業を利用する場合は、各事業の補助⾦所要額の合計を記⼊してください。

22,500,000 円

7,500,000 円

15,000,000 円

補助⾦の額（イメージ図）

2.3　ランニングコストに関する項目
導⼊する再⽣可能エネルギー設備、蓄エネルギー設備のランニングコストを記⼊してください。計上しない場合はその理由を補⾜欄に記⼊してください。

導⼊前 導⼊後

750 1,125 千円／15年

2.1(1)に⼊⼒し
た光熱費 22,800 5,625

上記以外の費用 0 0
光熱費計 22,800 5,625

水道費 0 0 千円／15年

0 0 千円／15年

150 250 千円／15年

0 375 千円／15年

ー ー 千円／15年

0 0 千円／15年

900 1,750 千円／15年

2.4　単純投資回収期間

A1︓「総事業費のうち⾃⼰負担分」ベースで投資回収期間を計算した場合
年 ＝A1 総事業費のうち⾃⼰負担分 ÷［(b1事業期間の収⼊⾒込合計－b2導⼊前後の事業期間ランニングコスト合計の差）÷C事業期間］

A2︓「総事業費」ベースで投資回収期間を計算した場合
年 ＝A2 総事業費 ÷［(b1事業期間の収⼊⾒込合計－b2導⼊前後の事業期間ランニングコスト合計の差）÷C事業期間］

A1 A2 B C
総事業費

のうち自己負担分
総事業費 事業期間の

ランニング収支
b1
事業期間の収⼊⾒
込合計

b2
導⼊前後の事業期
間ランニングコスト合
計の差

事業期間

＝⑯ =⑮ ＝b1-b2 ＝⑬ ＝⑰導⼊前－⑰導⼊後 =⑭
（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （年）

15,000 22,500 16,325 17,175 850 15

補足（特記事項があれば記⼊してください。）　＜任意＞

単位数値

導⼊前︓年間50千円を想定（年1回のメンテナンス、部
品等交換費）。導⼊後︓年間75千円を想定（年2回
のメンテナンス及び部品等交換費）。

使用しない。

使用しない。

導⼊後︓耐用年数経過後のポンプ等撤去費用。

導⼊後︓年間25千円。

発⽣しない。

⑮総事業費
（補助対象外経費を含んだ⾦額）

⑭事業期間
＝[導⼊する設備の耐用年数]

⑬事業期間の収⼊⾒込合計

注︕事業期間（15年）の合計です

14

21

補⾜欄（数量、単価等の情報を記載）

千円／15年

使用しない。

⑰事業期間のランニ
ングコスト合計

メンテナンス費（保守
点検費及び部品等の
交換費）

計測、モニタリング費

灰処理費

その他費用＜任意＞

燃料調達費

撤去費

光
熱
水
費

ランニングコストの項目

発⽣しない。

補助⾦所要額

⑯総事業費のうち自己負担分

事業性評価シートでは、導⼊する設備の耐用年数のうち、最も⻑い期間を採用しています。

・再エネ設備導⼊に伴う既存設備の撤去費用ではありません。
・導⼊設備の事業終了時の想定撤去費用を⼊⼒してください。（耐⽤年
数経過後も利⽤する場合も既存のガイドライン等を参考に想定撤去費
⽤を⼊⼒してください。）事業終了後、撤去費が不要（例︓地中熱利用
設備の埋め殺し等）な場合は、その理由を記⼊してください。なお、補助対
象以外の設備など（基礎や建屋など）の撤去費は、補助対象設備の耐
⽤年数以降も継続して使⽤する場合は計上不要です。
・設備導⼊前後で撤去費は同程度と想定する場合、その旨を補足欄に記
⼊してください。

設備運用に必要な燃料調達費用を⼊⼒してください。
バイオマス発電、熱利用設備では、燃料を外部から購⼊する費⽤、原料
（材）を購⼊し燃料加⼯する費⽤などが挙げられます。

設備運用に必要な水道費を⼊⼒してください。
再⽣可能エネルギー設備における冷却のために⽔を購⼊して調達している
場合などが挙げられます。

設備運用に必要な光熱費を⼊⼒してください。
例えば、地中熱利用設備ではヒートポンプの稼働のための電⼒を商⽤電
⼒から調達している場合などが挙げられます。

・設備のメンテナンス（定期・法定点検）に係る人件費及び部品交換費を
⼊⼒してください。メンテナンスを外部委託する場合は、外部委託費を⼊⼒
してください。なお、部品交換費は、運用上支障のない水準を保つため、設
備を構成する装置、機器、部品などを修理及び更新する際に掛かるものと
しています。
・設備導⼊前後でランニングコストは同程度と想定する場合、その旨と補
足欄に記⼊してください。

設備運用で、その他の費用がある場合は⼊⼒してください。なお、税⾦は⼊
⼒不要です。

総事業費
補助⾦
所要額

総事業費のうち
⾃⼰負担分

補助率
考慮

電
熱
コ

電
熱
コ

設備の経年劣化等による性能低下を考慮し、
収⼊⾒込の低下率を設定する場合は⼊⼒してください。

POINT１︓ランニングコスト 
4-３-2（２） １）で解説 
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 ⼊⼒のポイント 

１） ランニングコストの確認 
ランニングコストについて、⼊⼒値の評価ができる体制を構築します。評価の方法としては

エキスパートジャッジ（再生可能エネルギーの関連団体等）を検討します。 

 

 
図 4.19 ⼊⼒のポイント（ランニングコスト） 

  

2.3　ランニングコストに関する項目
導⼊する再⽣可能エネルギー設備、蓄エネルギー設備のランニングコストを記⼊してください。計上しない場合はその理由を補⾜欄に記⼊してください。

導⼊前 導⼊後

750 1,125 千円／15年

2.1(1)に⼊⼒し
た光熱費 22,800 5,625

上記以外の費用 0 0
光熱費計 22,800 5,625

水道費 0 0 千円／15年

0 0 千円／15年

150 250 千円／15年

0 375 千円／15年

ー ー 千円／15年

0 0 千円／15年

900 1,750 千円／15年

単位数値

導⼊前︓年間50千円を想定（年1回のメンテナンス、部
品等交換費）。導⼊後︓年間75千円を想定（年2回
のメンテナンス及び部品等交換費）。

使用しない。

使用しない。

導⼊後︓耐用年数経過後のポンプ等撤去費用。

導⼊後︓年間25千円。

発⽣しない。

注︕事業期間（15年）の合計です

補⾜欄（数量、単価等の情報を記載）

千円／15年

使用しない。

⑰事業期間のランニ
ングコスト合計

メンテナンス費（保守
点検費及び部品等の
交換費）

計測、モニタリング費

灰処理費

その他費用＜任意＞

燃料調達費

撤去費

光
熱
水
費

ランニングコストの項目

発⽣しない。

・再エネ設
・導⼊設
数経過後
⽤を⼊⼒
設備の埋
象以外の
⽤年数以
・設備導
⼊してくだ

設備運用
バイオマス
（材）を

設備運用
再⽣可能
場合など

設備運用
例えば、地
⼒から調

・設備の
⼊⼒して
してくださ
備を構成
しています
・設備導
足欄に記

設備運用
⼒不要で
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コジェネレーションシステムを導⼊する際の事業性評価シート活
⽤例 

活⽤モデルの概要 

以下のコジェネレーションシステム事業の活⽤モデルについて、事業性評価シートの活⽤例を

掲載しました。 

 
図 4.20 活⽤モデル４．コジェネレーションシステム 

（参考）例示した活⽤モデルの出⼒は、平成 31 年度の再エネ電気・熱事業の補助事業で申請のあった事業を参
考に設定しています。 
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事業性評価シートの活⽤例 

 ⼊⼒例 

 

 
図 4.21 事業性評価シートの活⽤例（活⽤モデル４．コジェネレーションシステム－１） 

POINT1︓年間設備利⽤率 
4-４-2（２） １）で解説 
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図 4.22 事業性評価シートの活⽤例（活⽤モデル４．コジェネレーションシステム－２） 

（２）再⽣可能エネルギー熱利⽤、発電・熱利⽤（コジェネレーションシステム）設備による想定年間熱⽣産量の内訳
※熱⽣産量と需要の関係は右図参照

a　想定年間熱⽣産量合計 =a1＋a2
（kWh/年） 800,000 ⾃家消費量等合計 ＝a

（kWh/年） 800,000

2．採算性に関する項目

2.1　収⼊に関する項目
再⽣可能エネルギー設備を導⼊する場合は（１）〜（３）を記⼊してください。省エネルギー設備を導⼊する場合は（４）を記⼊してください。

【再⽣可能エネルギー設備】
（１）自家消費による収⼊相当額の算出

（参考）⾃家消費量 想定年間発電量のうち、⾃家消費する電⼒量 ＝「1.6(1)」のb+c 900,000 kWh/年
想定年間熱⽣産量のうち、⾃家消費する熱利用量 ＝「1.6(2)」のb+c 800,000 kWh/年

1）エネルギー消費削減額の算出

導⼊前使用量
⼜は発電量 導⼊後使用量 単位 導⼊前 導⼊後 単位 導⼊前 導⼊後

16,000,000 15,100,000 kWh/年 16.00 16.00 円/kWh 256,000 241,600 14,400
Nm3/年 円/Nm3 0 0 0

2,850,000 2,800,000 t/年 67.00 67.00 円/t 190,950 187,600 3,350
m3/年 円/m3 0 0 0
L/年 円/L 0 0 0
L/年 円/L 0 0 0
★/年 円/★ 0 0 0
★/年 円/★ 0 0 0

17,750 千円/年

2）基本料⾦削減額の算出
再⽣可能エネルギー設備導⼊により、基本料⾦の変動も含め収⼊相当額として算出する場合

導⼊前 導⼊後
（千円/年） （千円/年） （千円/年）

0 ⑧基本料⾦削減額合計
0 0 千円/年
0
0
0

17,750 千円/年
（２）余剰分の電⼒・熱の販売による収⼊の算出

余剰分の販売量
(＝「1.6」表のd)

エネルギー販売単
価

余剰エネルギー
販売収⼊

（kWh/年） （円/kWh） （千円/年）
0 0
0 0 ⑩余剰エネルギー販売収⼊合計

0 0 千円/年

（３）その他の収⼊の算出

その他の販売量 単位 販売単価 単位 その他の収⼊
（千円/年）

4,000 t/年 10,000 円/t 40,000 ⑪その他の収⼊合計
★/年 円/★ 0 40,000 千円/年

【省エネルギー設備】
（４）省エネルギー設備導⼊によるエネルギー消費削減額の算出

導⼊前使用量 導⼊後使用量 単位 導⼊前 導⼊後 単位
kWh/年 円/kWh 0
Nm3/年 円/Nm3 0
t/年 円/t 0
m3/年 円/m3 0
L/年 円/L 0
L/年 円/L 0
★/年 円/★ 0
★/年 円/★ 0 0 千円/年

※商用電⼒とは、電⼒会社から
　供給される電⼒のことです。

エネルギー種別

商用電⼒※
都市ガス
LPG（重量ベース）

・需要から⾒た
　内訳

b　蓄熱設備を活用しない場合の⾃
家消費量
（kWh/年）

0 d　蓄熱設備を活用しても⾃家消費
できない余剰熱量　　＝a-b-c
（kWh/年）

年間使用量⼜は年間発電量 エネルギー単価

LPG（体積ベース）
灯油
A重油
その他１（　　　　　）
その他２（　　　　　）

灯油
A重油

商用電⼒
都市ガス
LPG
その他１（　　　　　）
その他２（　　　　　）

年間発電・熱⽣産量のうち
余剰分の内訳

余剰電⼒量

エネルギー消
費削減額

（千円/年）

0a2　再⽣可能エネルギー熱利用設備
における想定年間熱⽣産量（冷熱
⽣産含む）　　　　　　＝⑤
（kWh/年） 0

・熱⽣産量から⾒
　た内訳

a1　再⽣可能エネルギー発電・熱利
用設備による想定年間熱⽣産量
＝②
（kWh/年）

800,000

⑦エネルギー消費削減額合計

エネルギー消費額（千円/年）

800,000

c　蓄熱設備を活用して増大させた⾃
家消費量（ピークシフト量）　＝⑥
（kWh/年）

⑨自家消費による収⼊相当額
（⑦＋⑧）

その他の収⼊項目
（例︓消化液）

産業廃棄物処理費用の削減額

エネルギー種別

商用電⼒※
都市ガス
LPG（重量ベース）
LPG（体積ベース）

エネルギー消費削
減額

⑫省エネルギー設備導⼊による
エネルギー消費削減額合計

余剰熱量

基本料⾦

年間使用量

その他１（　　　　　）
その他２（　　　　　）
※商用電⼒とは、電⼒会社から
　供給される電⼒のことです。

基本料⾦削減額

エネルギー単価

余剰熱を売熱（相対取引など）する場合は、
表内bの⼊⼒欄に、表内aから余剰売熱量を差し
引いた数値を⼊⼒してください。

★には、販売する収⼊項目と関連性の⾼い活動量単位を⼊⼒してください。

無償で提供する場合は、エネルギー販売単価は０と⼊⼒してください。

エネルギー種別のエネルギー単価が導⼊前後で同じ場合は、同
じ値を⼊⼒してください。導⼊前後で異なる場合は、それぞれの
値を⼊⼒してください。

光熱⽔費を必要とする再⽣可能エネルギー設備を導⼊する場合は、エネ
ルギー種別に導⼊後の列に⼊⼒してください
（例︓地中熱利用設備のヒートポンプ稼働のための商用電⼒購⼊）。

熱

電
熱
コ

エネルギー種別のエネルギー単価が導⼊前後で同じ場合は、同じ値を⼊⼒してください。
導⼊前後で異なる場合は、それぞれの値を⼊⼒してください。

省エネ設備の導⼊前後について、エネルギー種別に
年間使用量を⼊⼒してください。

コ

想定
年間

熱⽣産量 d
c
b

a2

a1

熱⽣産量と需要の関係



79 

 

 
図 4.23 事業性評価シートの活⽤例（活⽤モデル４．コジェネレーションシステム－３） 

（５）単年度収⼊合計

単年度収⼊合計　⑨＋⑩＋⑪＋⑫ 57,750 千円/年

（６）導⼊設備の耐⽤年数（最⼤）期間における収⼊⾒込合計

866,250 千円

　＝［(5)単年度収⼊合計］× 15 年　×　（１- 0.000% ）
[収⼊⾒込低下率]

2.2　イニシャルコストに関する項目
導⼊する再⽣可能エネルギー設備、蓄エネルギー設備、省エネルギー設備のイニシャルコストを記⼊してください。
複数の補助事業を利用する場合は、各事業の補助⾦所要額の合計を記⼊してください。

510,000,000 円

340,000,000 円

170,000,000 円

補助⾦の額（イメージ図）

2.3　ランニングコストに関する項目
導⼊する再⽣可能エネルギー設備、蓄エネルギー設備のランニングコストを記⼊してください。計上しない場合はその理由を補⾜欄に記⼊してください。

導⼊前 導⼊後

34,500 105,000 千円／15年

2.1(1)に⼊⼒し
た光熱費 6,704,250 6,438,000

上記以外の費用 0 0
光熱費計 6,704,250 6,438,000

水道費 0 3,000 千円／15年

0 0 千円／15年

2,500 7,500 千円／15年

0 3,000 千円／15年

0 0 千円／15年

0 292,500 千円／15年

37,000 411,000 千円／15年

2.4　単純投資回収期間

A1︓「総事業費のうち⾃⼰負担分」ベースで投資回収期間を計算した場合
年 ＝A1 総事業費のうち⾃⼰負担分 ÷［(b1事業期間の収⼊⾒込合計－b2導⼊前後の事業期間ランニングコスト合計の差）÷C事業期間］

A2︓「総事業費」ベースで投資回収期間を計算した場合
年 ＝A2 総事業費 ÷［(b1事業期間の収⼊⾒込合計－b2導⼊前後の事業期間ランニングコスト合計の差）÷C事業期間］

A1 A2 B C
総事業費

のうち自己負担分
総事業費 事業期間の

ランニング収支
b1
事業期間の収⼊⾒
込合計

b2
導⼊前後の事業期
間ランニングコスト合
計の差

事業期間

＝⑯ =⑮ ＝b1-b2 ＝⑬ ＝⑰導⼊前－⑰導⼊後 =⑭
（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （年）
170,000 510,000 492,250 866,250 374,000 15

補足（特記事項があれば記⼊してください。）　＜任意＞

単位数値

消耗品費1,000千円/年。施設補修費1,000千円/
年。メーカーメンテナンス4,000千円/年。管理人件費
1,000千円/年。

5,000m3/年×40円/m3（脱臭用）=200千円/年

追加の燃料使用は発⽣しない。

撤去費︓7,500千円

計測、モニタリング費︓200千円/年

その他費用に記載

⑮総事業費
（補助対象外経費を含んだ⾦額）

⑭事業期間
＝[導⼊する設備の耐用年数]

⑬事業期間の収⼊⾒込合計

注︕事業期間（15年）の合計です

5

16

補⾜欄（数量、単価等の情報を記載）

千円／15年

2.1(1)以外の光熱費は発⽣しない。

⑰事業期間のランニ
ングコスト合計

メンテナンス費（保守
点検費及び部品等の
交換費）

計測、モニタリング費

灰処理費

その他費用＜任意＞

燃料調達費

撤去費

光
熱
水
費

ランニングコストの項目

廃棄物移送・収集費(3,000円/t×2,500t)=7,500
千円/年。脱水汚泥処分費(12,000円/t×1,000t/
年)=12,000千円/年。

補助⾦所要額

⑯総事業費のうち自己負担分

事業性評価シートでは、導⼊する設備の耐用年数のうち、最も⻑い期間を採用しています。

・再エネ設備導⼊に伴う既存設備の撤去費用ではありません。
・導⼊設備の事業終了時の想定撤去費用を⼊⼒してください。（耐⽤年
数経過後も利⽤する場合も既存のガイドライン等を参考に想定撤去費
⽤を⼊⼒してください。）事業終了後、撤去費が不要（例︓地中熱利用
設備の埋め殺し等）な場合は、その理由を記⼊してください。なお、補助対
象以外の設備など（基礎や建屋など）の撤去費は、補助対象設備の耐
⽤年数以降も継続して使⽤する場合は計上不要です。
・設備導⼊前後で撤去費は同程度と想定する場合、その旨を補足欄に記
⼊してください。

設備運用に必要な燃料調達費用を⼊⼒してください。
バイオマス発電、熱利用設備では、燃料を外部から購⼊する費⽤、原料
（材）を購⼊し燃料加⼯する費⽤などが挙げられます。

設備運用に必要な水道費を⼊⼒してください。
再⽣可能エネルギー設備における冷却のために⽔を購⼊して調達している
場合などが挙げられます。

設備運用に必要な光熱費を⼊⼒してください。
例えば、地中熱利用設備ではヒートポンプの稼働のための電⼒を商⽤電
⼒から調達している場合などが挙げられます。

・設備のメンテナンス（定期・法定点検）に係る人件費及び部品交換費を
⼊⼒してください。メンテナンスを外部委託する場合は、外部委託費を⼊⼒
してください。なお、部品交換費は、運用上支障のない水準を保つため、設
備を構成する装置、機器、部品などを修理及び更新する際に掛かるものと
しています。
・設備導⼊前後でランニングコストは同程度と想定する場合、その旨と補
足欄に記⼊してください。

設備運用で、その他の費用がある場合は⼊⼒してください。なお、税⾦は⼊
⼒不要です。

総事業費
補助⾦
所要額

総事業費のうち
⾃⼰負担分

補助率
考慮

電
熱
コ

電
熱
コ

設備の経年劣化等による性能低下を考慮し、
収⼊⾒込の低下率を設定する場合は⼊⼒してください。

POINT２︓資本費 
4-４-2（２） ２）で解説 

POINT３︓ランニングコスト 
4-４-2（２） ３）で解説 
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 ⼊⼒のポイント 

１） 年間設備利⽤率の確認 
年間設備利⽤率（出⼒と想定年間発電量を⼊⼒することで算出される）について、経済産業

省の委員会資料等を確認して、値が妥当であるかどうか確認します。 

表 4.7 年間設備利⽤率の比較 

活⽤モデル例 
⽂献値（メタン発酵バイオガス発電（食品残渣）） 

平均値 中央値 
68.5% 51.1% 52.8% 

出典︓経済産業省ウェブサイト（2021）「調達価格等算定委員会 令和 3 年度以降の調達価格等に関する
意⾒」p.102＜https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/20210127̲report.html＞ 

（参考）調達価格等算定委員会資料（経済産業省）（太陽光発電、風⼒発電、バイオマス発電、⽔⼒発
電、地熱発電の年間設備利⽤率が整理されている） 

 

 
図 4.24 ⼊⼒のポイント（年間設備利⽤率） 

 

 
図 4.25 メタン発酵バイオガス発電の設備利⽤率 

出典︓経済産業省ウェブサイト（2021）「調達価格等算定委員会 令和 3 年度以降の調達価格等に関する意⾒」
p.102＜https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/20210127̲report.html＞ 
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２） 資本費の確認 
資本費（出⼒当たりの事業費（設備費＋工事費））について、経済産業省の委員会資料等を確

認して値が妥当であるかどうか確認します。 

表 4.8 資本費単価の比較 

活⽤モデル例 ⽂献値 
事業費 出⼒ 資本費 資本費 

平均値 
資本費 
中央値 

5 億 1,000 万円 150kW 340 万円/kW 299.4 万円/kW 228.6 万円/kW 
注︓蓄電池の⽂献値は 2019 年度 VPP 実証補助⾦で導⼊された業務・産業⽤蓄電システムの資本費の平均値 
出典︓経済産業省ウェブサイト（2021）「調達価格等算定委員会 令和 3 年度以降の調達価格等に関する意⾒」

＜https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/20210127̲report.html＞ 
経済産業省ウェブサイト「資料 5 蓄電システムをめぐる現状認識」（2020 年 11 月 19 日 定置⽤蓄電
システム普及拡大検討会（第 1 回）） 
＜https://www.meti.go.jp/shingikai/energy̲environment/storage̲system/001.html＞ 

（参考）調達価格等算定委員会資料（経済産業省）（太陽光発電、風⼒発電、バイオマス発電、⽔⼒発電、地
熱発電の年間設備利⽤率が整理されている。） 

 

 
図 4.26 ⼊⼒のポイント（資本費） 

 

表 4.9 メタン発酵バイオガス発電の資本費 

 
出典︓経済産業省ウェブサイト（2021）「調達価格等算定委員会 令和 3 年度以降の調達価格等に関する

意⾒」p.101＜https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/20210127̲report.html＞ 



82 

３） ランニングコストの確認 
ランニングコストについて、経済産業省の委員会資料等を確認して、値が妥当であるかどう

か確認します。確認の際はエキスパートジャッジ（再生可能エネルギーの関連団体等）を検討

します。 

 

表 4.10 運転維持費の比較 

活⽤モデル例 
⽂献値（250-500kW 未満の事業⽤太陽光） 

2020 年１月から 2020 年９月のデータ 
ランニングコスト 運転維持費平均値 運転維持費中央値 
18.3 万円/kW/年 13.8 万円/kW/年 5.0 万円/kW/年 

注︓活⽤モデル例の値は⼩数点第２位を四捨五⼊したもの 
出典︓経済産業省ウェブサイト（2021）「調達価格等算定委員会 令和 3 年度以降の調達価格等に

関する意⾒」＜https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/20210127̲report.html＞ 
（参考）調達価格等算定委員会資料（経済産業省）（太陽光発電、風⼒発電、バイオマス発電、

⽔⼒発電、地熱発電の運転維持費が整理されている） 
 

表 4.11 メタン発酵バイオガス発電の運転維持費（再掲） 

 
出典︓経済産業省ウェブサイト（2021）「調達価格等算定委員会 令和 3 年度以降の調達価格等に関する

意⾒」p.101＜https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/20210127̲report.html＞ 
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図 4.27 ⼊⼒のポイント（ランニングコスト） 

2.3　ランニングコストに関する項目
導⼊する再⽣可能エネルギー設備、蓄エネルギー設備のランニングコストを記⼊してください。計上しない場合はその理由を補⾜欄に記⼊してください。

導⼊前 導⼊後

34,500 105,000 千円／15年

2.1(1)に⼊⼒し
た光熱費 6,704,250 6,438,000

上記以外の費用 0 0
光熱費計 6,704,250 6,438,000

水道費 0 3,000 千円／15年

0 0 千円／15年

2,500 7,500 千円／15年

0 3,000 千円／15年

0 0 千円／15年

0 292,500 千円／15年

37,000 411,000 千円／15年

単位数値

消耗品費1,000千円/年。施設補修費1,000千円/
年。メーカーメンテナンス4,000千円/年。管理人件費
1,000千円/年。

5,000m3/年×40円/m3（脱臭用）=200千円/年

追加の燃料使用は発⽣しない。

撤去費︓7,500千円

計測、モニタリング費︓200千円/年

その他費用に記載

注︕事業期間（15年）の合計です

補⾜欄（数量、単価等の情報を記載）

千円／15年

2.1(1)以外の光熱費は発⽣しない。

⑰事業期間のランニ
ングコスト合計

メンテナンス費（保守
点検費及び部品等の
交換費）

計測、モニタリング費

灰処理費

その他費用＜任意＞

燃料調達費

撤去費

光
熱
水
費

ランニングコストの項目

廃棄物移送・収集費(3,000円/t×2,500t)=7,500
千円/年。脱水汚泥処分費(12,000円/t×1,000t/
年)=12,000千円/年。

・再エネ
・導⼊設
数経過後
⽤を⼊⼒
設備の埋
象以外の
⽤年数以
・設備導
⼊してくだ

設備運用
バイオマス
（材）を

設備運用
再⽣可能
場合など

設備運用
例えば、
⼒から調

・設備の
⼊⼒して
してくださ
備を構成
しています
・設備導
足欄に記

設備運
⼒不要
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資料編 

地方公共団体が実施している再エネ支援策について、ヒアリング調査では様々な知⾒が得られま

した。資料編では、それらの中から、他の地方公共団体にとって再エネ支援策の検討や再エネ設備

の計画時に参考になると考えられる取組等について、四つのテーマに分けてそれぞれ紹介します。 

 

＜事例＞ 

番号 テーマ名 地方公共団体 

テーマ１ 様々な地方公共団体間の連携の仕組みの活⽤によ

る情報共有等 

静岡県富⼠市、⻑野県飯⽥市 

テーマ 2 再エネ補助事業の検討、審査時における諮問／支援

の体制構築 〜地方公共団体独自の組織・制度の活

⽤〜 

兵庫県、静岡県富⼠市、福岡

県北九州市 

テーマ 3 再エネ取組に関する条例の制定 

 

京都府、⻑野県飯⽥市 

テーマ 4 “⼩⽔⼒発電キャラバン隊”による技術・制度⾯での

支援 

⻑野県 
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テーマ１︓様々な地方公共団体間の連携の仕組みの活⽤による情報共有等（1） 

・取組名称︓県が実施したアンケート調査結果の活⽤ 

・取組主体︓静岡県富⼠市 

・取組概要︓  

静岡県（エネルギー政策課）では、平成 23 年から再エネ設備や省エネ設備導⼊の補助事業

に関するアンケート調査を、県内の市町に対して年に 1 回実施しています。その調査結果は、

県内の全市町に共有されます。富⼠市では、その結果を踏まえて、再エネ設備や省エネ設備導

⼊支援策を検討しています。 
【これまでに得た情報】※︓公表資料 

1 新エネ・省エネ機器導⼊に対する補助制度等集計表 
1-1 住宅⽤太陽光発電設置補助制度⼀覧※ 
1-2 太陽光発電設備に係る固定資産税の減免等制度⼀覧※ 
1-3 住宅⽤太陽熱利⽤機器補助制度⼀覧※ 
1-4 蓄電池・V2H システム補助制度⼀覧※ 

2 住宅⽤新エネ・省エネ機器（太陽光・太陽熱・蓄電池・V2H を除く）補助制度集計表※ 
2-1 住宅⽤新エネ・省エネ機器（太陽光・太陽熱・蓄電池・V2H を除く）補助制度⼀覧※ 
2-2 住宅⽤新エネ・省エネ機器の複合的導⼊に対する補助制度⼀覧※ 

3 事業者向け新エネ・省エネ機器融資及び補助制度⼀覧※ 
4 ＥＶ・ＰＨＶ・電動二輪等に係る状況⼀覧 
5 ⽔素エネルギー利活⽤に関する取組状況 
6 太陽光発電設備の適正導⼊に向けた条例・ガイドライン調査 
7 市町における主な施策 
8 令和２年度県内市町新エネルギー政策主管課⼀覧 

・課題等の背景・実施の経緯、取組のポイント︓ 

 富⼠市が補助事業を実施するときは、予算要求を⾏う前に近隣市町の事業の状況調査を⾏う

ルールとなっています。その際、近隣市町の再エネ設備や省エネ設備導⼊の補助事業の状況を

把握することが必要であるため、県が実施したアンケート調査結果を活⽤することがあります。 

・担当者の声︓ 

静岡県が実施したアンケート調査結果を⾒ることで、再エネ設備や省エネ設備導⼊の補助事

業等について、市町の取組概要が把握できます。 

市町間でアンケート調査を実施した場合は、調査に協⼒した市町には集計結果を共有するこ

とが慣例となっているため、可能な限りアンケート調査に協⼒しています。 

・出典、情報源︓ 

 本書のために実施したヒアリング調査等の結果に基づき作成 
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テーマ１︓様々な地方公共団体間の連携の仕組みの活⽤による情報共有等（2） 

・取組名称︓環境モデル都市間の情報共有 

・取組主体︓⻑野県飯⽥市 

・取組概要︓  

環境モデル都市という⽴場上、温暖化対策に関する最近のトレンドや最新技術等についての

情報交換を⾏うことができる場に参加しています。 

・課題等の背景・実施の経緯、取組のポイント︓ 

飯⽥市では、これまで試⾏錯誤しながら、温暖化対策に関する施策を⽴案してきました。そ

の際、環境モデル都市として培ったネットワーク等から得られる最新情報を役⽴てています。 

他の環境モデル都市と競い合い、切磋琢磨できる関係性を構築できたことは、再生可能エネル

ギーの導⼊の推進に当たって有意義です。 

・担当者の声︓ 

温暖化対策を進めるに当たって、地方公共団体間の横のつながりが非常に大事です。環境モ

デル都市の取組に参加することにより、他の地方公共団体とのネットワークが形成でき、有益

な情報交換等ができます。 

温暖化対策が進むかどうかは、首⻑の意識や担当者の意識も影響します。そのため、地方公

共団体同⼠が切磋琢磨する場に参加しているかどうかも影響があると考えられます。 

・出典、情報源︓ 

本書のために実施したヒアリング調査等の結果に基づき作成 

内閣府「環境未来都市」構想ウェブサイト＜https://future-city.go.jp/kankyo/＞ 
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テーマ２︓再エネ補助事業の検討、審査時における諮問／支援の体制構築（〜地方公共団体独⾃

の組織・制度の活⽤〜）（1） 

・取組名称︓公益財団法⼈への経費補助による事業実施 

・取組主体︓兵庫県 

・取組概要︓ 

県では、中⼩事業者による再エネ・省エネの導⼊促進を目的とした「中⼩事業所創エネ・省

エネ設備導⼊等促進事業」（以下「本事業」という。）の実施に当たり、「公益財団法⼈ひょうご

環境創造協会」（以下「協会」という。）に対して補助（補助⾦交付事務、技術相談窓口対応等）

を⾏っています。 

また、再エネ・省エネ専門家の派遣事業を協会に委託し、協会内に設置された「再生可能エ

ネルギー相談支援センター」において実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 兵庫県と(公財)ひょうご環境創造協会が連携した事業スキーム 

 

 
出典︓兵庫県からの提供資料 

・課題等の背景・実施の経緯、取組のポイント︓ 

本事業の実施に当たっては、再エネ・省エネ導⼊等に関する専門的・技術的な相談や審査業

務が多数発生することが想定されるため、当該ノウハウを有する協会に対して補助を⾏ってい

ます。 

また、県から委託を受けた再生可能エネルギー相談支援センター（協会内設置）においては、

本事業の補助⾦申請前に各種専門家を申請事業者に派遣の上、技術⾯等の現地指導を実施する

ことで、より効果的な再エネ・省エネの導⼊促進を図っています。 

・担当者の声︓ 

本事業は、技術⾯も含めた再エネ・省エネに係る高度な専門性が求められ、県の担当職員だ

けでは事業者への対応が難しいケースもあることから、当該専門性を有する協会に対して経費

を補助しています。さらに、本事業と協会の他事業を組み合わせることにより、県内の再エネ・

省エネに関する総合的かつ効率的な事業の運営に寄与するというメリットがあります。 

①中⼩事業所創エネ・省エネ設備導⼊等促進事業（本事業） 
②再生可能エネルギー相談支援センターへの委託事業（参考） 

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ 

相談支援ｾﾝﾀｰ 

再エネ・省エネ設備 
 導⼊等の相談(②) 

専門家派遣(②) 

再生可能エネルギー相談支援センターを紹介

事業委託(②) 

 

 

県 

 

(公財)ひょうご
環境創造協会 

 

 

 

 

 
県⺠・ 

事業者等 

事業費補助(①) 再エネ・省エネ設備
導⼊経費の補助(①) 

中⼩ 
事業者 

(⼈件費、補助⾦等) 

(事業費等) 
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・出典、情報源︓ 

本書のために実施したヒアリング調査等の結果に基づき作成 

 公益財団法⼈ひょうご環境創造協会ウェブサイト（再生可能エネルギー相談支援センター） 

＜http://www.eco-hyogo.jp/global-warming/saisei/＞ 

 

テーマ２︓再エネ補助事業の検討、審査時における諮問／支援の体制構築（〜地方公共団体独⾃

の組織・制度の活⽤〜）（2） 

・取組名称︓環境アドバイザー制度の利⽤  

・取組主体︓静岡県富⼠市 

・取組概要︓  

環境アドバイザー制度は、地域の方が集まる勉強会や講演会の講師、自然観察活動の際の指

導者や、学校での総合学習時の講師など、派遣依頼に応じてアドバイザーを派遣する事業です。

環境アドバイザーは、現時点で 70 ⼈程度の登録があります。富⼠市では、環境アドバイザー

制度を活⽤して、補助事業執⾏等の技術的な支援が得られる体制を構築しています。 

・課題等の背景・実施の経緯、取組のポイント︓ 

環境に興味を持つ方が多くなるにつれ、正しい環境の知識と伝える技術を持つ方が必要とさ

れています。環境アドバイザー制度は、環境問題に対する知識や経験を持っている方、地域の

環境保全活動に進んで参加する意思を持つ方を登録し、地域の勉強会や総合学習の講師・相談

役、自然観察活動の指導者として派遣する制度です。 

補助事業で実施することになっている省エネ診断については、環境アドバイザーに実施及び

補助申請者へのアドバイスを依頼しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 「富⼠市中⼩企業者温暖化対策事業費補助⾦」申請の流れ 
出典︓静岡県富⼠市提供資料 
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・担当者の声︓ 

環境アドバイザーを続けてもらうためには、やりがいを感じてもらうことが必要ですが、難

しい点でもあります。環境アドバイザーはボランティアではありません。報酬があるというこ

とで、家族からの理解も得やすいと考えています。 

環境アドバイザーの中には、再生可能エネルギーに詳しい方もいらっしゃるため、その方か

ら補助申請者にアドバイスをしていただくこともあります。 

・出典、情報源︓ 

 本書のために実施したヒアリング調査等の結果に基づき作成 

静岡県富⼠市ウェブサイト「環境アドバイザー」 

＜https://www.city.fuji.shizuoka.jp/kurashi/c0901/fmervo0000003ce7.html＞ 

静岡県富⼠市ウェブサイト「環境アドバイザーの募集」 

＜https://www.city.fuji.shizuoka.jp/kurashi/c0901/fmervo0000003i6y.html＞ 
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テーマ２︓再エネ補助事業の検討、審査時における諮問／支援の体制構築（〜地方公共団体独⾃

の組織・制度の活⽤〜）（3） 

・取組名称︓商工会議所への補助⾦申請受付・審査業務の委託 

・取組主体︓福岡県北九州市 

・取組概要︓ 

北九州市では、商工会議所に補助⾦申請受付・審査業務を委託しています。補助事業の質問

は商工会議所で受け付けています。 

・課題等の背景・実施の経緯、取組のポイント︓ 

再生可能エネルギー導⼊に関する質問の多くが機器についての質問（補助の対象になるか等）

であるため、回答には専門的な知識が必要となります。適切に回答するためには、専門的な知

識を有する⼈材を継続的に擁しておくことが大事になります。 

・担当者の声︓ 

商工会議所には、⺠間企業の技術部門で仕事をしていた OB の方で、再生可能ネルギーに関

する専門的な知識を有する方が所属されています。そのため、そうした専門家の方に補助⾦申

請受付窓口、審査について協⼒をいただいています。機器は、早いペースで最新モデルが出て

くるため、その情報をキャッチアップしていくためにも、専門的な知識を有する方の協⼒が不

可⽋です。 

また、商工会議所は多くの情報発信ツールを持っているため、補助事業を市内の中⼩企業に

広くＰＲできています。 

・出典、情報源︓ 

 本書のために実施したヒアリング調査等の結果に基づき作成 

 北九州商工会議所ウェブサイト「北九州市中⼩企業高度エネルギーマネジメント推進支援事

業のお知らせ」＜https://www.kitakyushucci.or.jp/topics/003564＞ 
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テーマ 3︓再エネ取組に関する条例の制定（1） 

・取組名称︓「京都府再生可能エネルギーの導⼊等の促進に関する条例」の制定 

・取組主体︓京都府 

・取組概要︓ 

京都府では、再生可能エネルギーの導⼊等に関する施策を実施することにより、府内のエネ

ルギーの供給源の多様化及び再生可能エネルギーの供給量の増大を図り、地球温暖化対策の更

なる推進並びに地域社会及び地域経済の健全な発展に寄与することを目的に「京都府再生可能

エネルギーの導⼊等の促進に関する条例」を制定（平成 27 年 7 月 13 日⼀部施⾏、平成 27 年

10 月 1 日⼀部施⾏、平成 28 年 1 月 1 日全⾯施⾏、令和 3 年 4 月 1 日改正施⾏）しています。 

＜主な内容＞ 

○税制優遇等による再エネ導⼊団体等の積極支援 

○建築物への再エネ導⼊促進策 

○事業者への再エネ導⼊促進策 

・課題等の背景・実施の経緯、取組のポイント︓ 

再生可能エネルギーの導⼊等を促進することが、温室効果ガスの排出の抑制を図る上で重要

であり、また、府⺠が安心・安全に使⽤することができるエネルギーの安定的な確保において

も重要であるため、本条例を制定しました。 

条例を根拠とした、再生可能エネルギーの導⼊に関する補助事業を実施しています。条例や

規則に従って審査を⾏い、補助⾦の手続を実施しています。 

・担当者の声︓ 

条例や規則が整備されていることで、それに基づいた取組として、再生可能エネルギーの導

⼊への支援の取組が進めやすいです。また、予算検討時に「条例に基づく取組である」と説明

しやすい状況です。 

条例があることで、府内の市町村に対して再生可能エネルギーの導⼊への支援の取組を進め

ることを促しやすいです。 

条例に基づく事業者への再エネ設備等の導⼊に関する計画の認定制度があり、認定を受けた

計画に対して税減免措置や補助⾦交付により支援を⾏ってきたところです。 

・出典、情報源︓ 

京都府ウェブサイト「京都府再生可能エネルギーの導⼊等の促進に関する条例」 

＜http://www.pref.kyoto.jp/energy/saienedounyuusokusinnjourei.html＞ 
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テーマ 3︓再エネ取組に関する条例の制定（2） 

・取組名称︓「飯⽥市地域環境権条例」の制定 

・取組主体︓⻑野県飯⽥市 

・取組概要︓ 

飯⽥市では、「飯⽥市再生可能エネルギーの導⼊による持続可能な地域づくりに関する条例

（飯⽥市地域環境権条例）」を制定（平成 25 年 4 月 1 日施⾏）して、住⺠が公益的な利益還元

を伴う再エネ事業を実施することを支援しています。地域環境権条例には次の特徴があります。 

 「地域環境権」を市⺠に賦与 

「現在の自然環境及び地域住⺠の生活と調和する方法により再生可能エネルギーを自

ら利⽤し、その下で生活していく地域住⺠の権利」として市⺠に保障します。 

 公⺠協働のルール化 

住⺠が企業等との協働を図る場合も公共的団体として認定し、地域住⺠の持続可能な地

域づくりに役⽴つような「公益的利益還元」を実施することを必要としています。 

 専門機関を通じた支援と公共品質の確保 

専門家で構成する第三者機関である「再生可能エネルギー導⼊支援審査会」を設置し、

事業の公益性や運営の安定性について助言、提案をします。 

 認定事業に対する市の支援 

審査会により公益性や運営の安定性が⼗分と判断された事業は「地域公共再生可能エネ

ルギー活⽤事業」として条例に従って支援を実施します。 

 
図３ 条例の概要 

出典︓⻑野県飯⽥市提供資料 
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図４ 地域環境権条例に基づく支援の流れ 

出典︓⻑野県飯⽥市ウェブサイト「新条例の概要と Q&A」 
＜https://www.city.iida.lg.jp/site/ecomodel/project-001.html＞より PCKK 作成 

・課題等の背景・実施の経緯、取組のポイント︓ 

市の総合計画や環境基本計画等の上位計画に再エネの導⼊を推進する趣旨の記述がなけれ

ば、住⺠の理解や議会の承認等の合意形成が円滑に進まずに苦慮します。取組のポイントは、

地域の再エネを市⺠の共有財産として位置付けて、それらを利⽤した地域課題の解決や地域と

事業者とをつなげて、地域が売電収益を公共投資していることです。 

 
図 5 地域環境権条例を制定した背景 

出典︓⻑野県飯⽥市提供資料 
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・担当者の声︓ 

地域環境権条例の制定により、自治会が売電収⼊を伝統産業や景観形成などに活⽤しており、

自治⼒の向上につながっています。市は明確な事業目的（公共性）と事業の継続的な運営の可

能性を重視しています。 

「再生可能エネルギー導⼊支援審査会」には、地域公共再生可能エネルギー活⽤事業のスキ

ームと事業採算性等についてチェックする仕組みがあります。審査会の委員は、大学教授、弁

護⼠、⺠間事業者（コンサルタント）、地域銀⾏、電⼒会社等から構成され、それぞれの専門的

な視点から意⾒をいただくことができます。その結果、地域団体が自ら⾏う再生可能エネルギ

ー活⽤事業に対して、継続性や公共性についての指導、助言ができています。 

・出典、情報源︓ 

⻑野県飯⽥市ウェブサイト「飯⽥市再生可能エネルギーの導⼊による持続可能な地域づくり

に関する条例」について＜https://www.city.iida.lg.jp/site/ecomodel/project-79.html＞ 
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テーマ 4︓“⼩⽔⼒発電キャラバン隊”による技術・制度⾯での支援 

・取組名称︓「⼩⽔⼒発電キャラバン隊」の結成 

・取組主体︓⻑野県 

・取組概要︓ 

⻑野県では 2013 年６月に、県内市町村や⺠間事業者など地域主導で事業化を検討する事業

者等の構想や課題等を把握するとともに、初期段階の課題（適地選定、推進体制づくり、許

認可手続等）の解決を支援するため、⼩⽔⼒発電キャラバン隊（関係部局等による横断的組

織）を結成しました。 

適地選定から事業の実施まで、幅広い技術や経営、許認可に係る手続など様々な相談に対し

て、関係部局の知⾒を活⽤し、ワンストップの相談窓口による支援を実施しています。 

また、⼩⽔⼒発電事業を実施している現場での講習会で発電所を⾒学してもらう機会も設け

ており、その中で関係者同⼠のつながりができるなど、相乗効果も生まれています。 

＜主な内容＞ 

○個別出張相談会（毎年県内複数個所で開催） 

○適地選定講習会（流量観測等の講習、発電所⾒学） 

・課題等の背景・実施の経緯、取組のポイント︓ 

⽔利権等の許認可や技術支援に関係する部局が連携して、事業者の初期段階や実施段階など

様々な相談内容に対応できるよう体制を構築しています。 

事業者のほかに、⼩⽔⼒発電所が⽴地している市町村や興味のある市町村の職員、⾦融機関

の融資担当者にも現場を視察してもらい、理解促進を図っています。 

・担当者の声︓ 

計画地の把握や事業者との技術的な意⾒交換等を⾏う機会として活⽤できている。 

個別出張相談会では、担当部署の職員が⼀同に会すため、事業者の様々な相談等に対してワ

ンストップで情報共有と支援・助言ができるため、大変好評いただいている。 

 引き続き、⼩⽔⼒発電事業の推進のため、キャラバン隊としての活動を継続していきたい。 

・お問合せ︓⻑野県環境部 環境政策課 ゼロカーボン推進室 再生可能エネルギー係 

      連絡先０２６－２３５－７１７９（直通） 

・出典、情報源︓ 

 本書のために実施したヒアリング調査等の結果に基づき作成 
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